
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新新潟潟市市  

健健康康増増進進法法ににおおけけるる  

給給食食管管理理のの手手引引きき  

新新潟潟市市保保健健所所食食のの安安全全推推進進課課  

令令和和３３年年１１１１月月改改定定  

 
 

 

 

新新潟潟市市健健康康増増進進法法ににおおけけるる給給食食管管理理のの手手引引きき  
 

令和３年１１月改定 

 

新新潟潟市市保保健健衛衛生生部部  保保健健所所食食のの安安全全推推進進課課  

〒950－0914 

新潟市中央区紫竹山３丁目３番１１号 

                    TEL  ０２５－２１２－８２２３ 

                    FAX  ０２５－２４６－５６７３ 

新
潟
市
健
康
増
進
法
に
お
け
る
給
食
管
理
の
手
引
き                                        　

令
和
３
年
11
月
改
定       　

     

新
潟
市
保
健
所
食
の
安
全
推
進
課



＜目次＞ 

Ⅰ．法規編 

 第１．新潟市における給食施設とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第２．健康増進法における給食施設の定義と分類・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

第３．健康増進法における給食施設の届出と報告・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 第４．管理栄養士・栄養士の配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 第５．保健所による給食施設指導等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

Ⅱ．実務編 

 第１．給食の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 第２．給食施設の果たす役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 第３．給食施設が実施する栄養・衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 第４．非常災害時に対する備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

 

＜参考資料＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 ●栄養管理に関する参考資料 

 ●衛生管理に関する参考資料 

 

＜各種様式集＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 ●給食施設設置届 

 ●給食施設変更届 

 ●給食施設休止（廃止）届 

 

＜根拠法令等＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

 ●健康増進法（抄） 

 ●健康増進法施行規則（抄） 

 ●特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について 

   別添２ 特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について 

 ●新潟市健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例 

 ●新潟市健康増進法施行細則 

 ●新潟市地域防災計画（抜粋） 

 ●大量調理施設衛生管理マニュアル 

  

    



ⅠⅠ．．法法規規編編  

第第１１．．新新潟潟市市ににおおけけるる給給食食施施設設ととはは  

「給食」とは、学校、事業所、福祉施設などにおいて、施設を利用する対象者に継続的に

供給する食事のことをいいます。この「給食」を供給する施設を「給食施設」といいます。 

「給食施設」には、健康増進法や食品衛生法に基づく届出の義務があります。まず下表で

確認しましょう。 

 なお、ここのの手手引引ききはは健健康康増増進進法法ににおおけけるる「「給給食食施施設設」」にに該該当当ししたた施施設設がが使使用用ししまますす。。  

 

根拠法令 
健健康康増増進進法法  

（栄養改善・健康増進が目的）  

食食品品衛衛生生法法  

（食品の安全性の確保が目的）  

対象者 
□ 喫食者（対象者）が特定 

される 
（規定なし） （規定なし） 

提供食数 

□ 1 回 20 食以上又は 1 日 

50 食以上 

□ 継続して提供している 

□ 1 回 20 食以上 

□ 継続して提供 

している 

（規定なし） 

従事者 （規定なし） 

□ 施設職員又は 

利用者が調理 

を行う 

□ 施設設置者と別 

の事業者が調理

を行う 

厨房の有無 
□ 有無に関係しない □ 有 □ 有 

届届出出等等  給給食食施施設設設設置置届届  
営営業業届届出出  

（（集集団団給給食食施施設設））  

営営業業許許可可  

（（飲飲食食店店営営業業））  

届出（申請）者 施設設置者 受託業者 

問合せ 

提出先 

新潟市保健所食の安全推進課 

食品表示・給食グループ 

TEL:025-212-8223 

新潟市保健所食の安全推進課 

業務調整・企画グループ 

TEL:025-212-8226 

 

 

  

  

  

●詳細は、新潟市ホームページでご案内しています。 

新潟市ホームページ ＞ 健康・医療・福祉 ＞ 食の安全 ＞食品営業者の皆様へ 

                            ＞給食施設に関すること 
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例例   １ 病病院院内内のの厨厨房房でで調調理理をを行行っってておおりり、調理業務を行っているのが病病院院職職員員のの場場合合 

 

 

 

 

 

 

 

 

※病院設置者は、健康増進法・食品衛生法による届け出が必要です。 

 

 

 

２ 病病院院内内のの厨厨房房でで調調理理をを行行っってておおりり、調理業務を行っているのが受受託託業業者者のの場場合合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※病院設置者は、健康増進法による届出が必要です。 

 調理業務を受託した業者は、食品衛生法における営業許可申請が必要です。 

  

届届出出  届届出出  

届届出出  
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 平成 30 年 6 月 13 日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、新たに営業届出

制度がスタートしました。これにより、食品衛生法における「集団給食施設」に該当する施

設で、給食の提供業務を直営で行っている場合には、新たに以下の対応が必要となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

※※１１  厚厚生生労労働働省省「「食食品品衛衛生生申申請請等等シシスステテムム」」をを用用いいててオオンンラライインンでで届届出出可可

【食品衛生申請等システム：https：//ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp】  

（上記システムでの申請が困難な場合は、届出書を新潟市保健所に 

ご提出ください。FAXや郵送で送付していただくことも可能です。） 

 

※※２２  食食品品衛衛生生責責任任者者ににつついいてて  

（（１１））食食品品衛衛生生責責任任者者のの主主なな役役割割  

・自主衛生管理体制をつくる（衛生管理の点検と記録の保管、取り扱い食品や添加物の

点検、従業員への教育と指導 など） 

・営業者へ提言（施設設備について、管理体制について など）     

（（２２））食食品品衛衛生生責責任任者者ににななるるたためめのの要要件件  

 ●次の資格をお持ちの方 

  栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることが

できる資格を有する者 等 

 ●上記資格をお持ちでない方 

「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで、食品衛生責任者になることができ

ます。 

集集団団給給食食施施設設ととはは？？  
営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に 

不特定又は多数の者に食品を供与する施設 

①保健所への届出※１ 

→食品衛生責任者※２の設置が必要 

 

→実務編 P17 参照 

該当する場合は、以下２つの対応が必要です 

食品衛生法における届出を行う際、必要事項として食品衛生責任者を記載することと

なります。資格がなく、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要な方を責任者とする場

合は、取得見込みとして届出可能ですが、すみやかに講習会を受講してください。 

＜＜参参考考＞＞食食品品衛衛生生法法ににおおけけるる給給食食施施設設のの定定義義とと手手続続きき   

1 回 20 食程度未満の給食施設については①保健所への届出(責任者の設置)、②HACCP に

沿った衛生管理は不要ですが、自主的な衛生管理の徹底及び向上に努めてください。 

②HACCPに沿った 
衛生管理 
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第第２２．．健健康康増増進進法法ににおおけけるる給給食食施施設設のの定定義義とと分分類類  

１１  給給食食施施設設のの定定義義  

 特定給食施設は、健康増進法において以下のとおり定義されています。 

 

 

 

 【健康増進法第 20 条第 1 項、健康増進法施行規則第 5 条】 

 

  

  上記に加え新潟市では、市条例で 1 回 20 食以上又は 1 日 50 食以上の施設を「給食施設」

とし、届出を義務付けています。 

  

２２  給給食食施施設設のの分分類類  

（（１１））食食数数にによよるる分分類類  

食数 区分 根拠法令等 

1 回 100 食以上又は 

1 日 250 食以上 
特定給食施設 

健康増進法第 20 条第 1 項 

健康増進法施行規則第 5 条 

1 回 20 食以上又は 

1 日 50 食以上 

特定給食施設以外の施設

（その他の給食施設） 

新潟市健康増進法に基づく指導

及び助言を行うための届出及び

報告の徴収に関する条例 

  

  

  

＊＊「「特特定定」」ととはは  

給食対象者の大部分が特定される集団であり、社会性を有するものであって、

人数が増減する場合や人が入れ替わる場合も含まれる。 

 

＊＊「「継継続続的的にに食食事事をを供供給給すするる」」ととはは  

原則として３か月以上とする。 

 

＊＊「「栄栄養養管管理理をを必必要要ととすするる施施設設」」ととはは  

特定かつ多数の者が継続的に供給される食事に依存せざるを得ないなど、自ら

食事を選択することに限度がある施設である。 

なお、栄養管理とは健康増進法第 21 条による栄養管理の基準を指す。 

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの

（継続的に 1 回 100 食以上又は 1 日 250 食以上の食事を供給する施設） 

-4-

＜＜参参考考＞＞新新潟潟市市のの給給食食施施設設のの定定義義ににああててははままららなないい施施設設ににつついいてて  

上記の給食施設の定義にあてはまらない施設（1 回 20 食未満の施設等）については、 

届出の必要はありませんが、施設から相談等があった場合は随時対応します。 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

※給食施設の概念として、厨厨房房のの有有無無はは問問いいまませせんん。したがって、幼稚園など施設内に調

理施設がなく、給食センター等に調理業務を委託している場合においても、上記を満た

せば給食施設として扱います。 

※施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、施設の設置者が施施設設でで食食事事をを

すするる者者ののたためめにに一一定定のの食食数数をを継継続続的的にに供供給給すするるここととをを目目的的ととししてて、、弁弁当当業業者者等等とと契契約約

ををししてていいるる場場合合ににはは、、給給食食施施設設のの対対象象となります。 

 （なお、その都度希望を募り、便宜上取りまとめて注文する仕出し弁当や個人からの注

文は、総数が多くても給食対象外です。） 

※同一敷地内に施設の種類や利用者（給食施設を利用して食事の供給を受ける者）の特性

が明らかに異なる給食施設が複数配置されている場合は、それぞれ別の給食施設とし

て扱います。（例：特別養護老人ホームと保育所が同一敷地内にある場合） 

※グループホームなど、利用者自らが調理行為に携わる場合は給食施設の届出は不要で

す。 

 

 

 

 

 

 

＜＜  補補  足足  ＞＞   

〈〈
１１
日日
当当
たた
りり
のの
食食
数数
〉〉  

5500 食食  

225500 食食  

特特定定給給食食施施設設  

（（健健康康増増進進法法））  

そそのの他他のの  
給給食食施施設設  

（（新新潟潟市市条条例例））  

非非該該当当  

施施設設  

2200 食食  110000 食食  〈〈１１回回ああたたりりのの食食数数〉〉  
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第第２２．．健健康康増増進進法法ににおおけけるる給給食食施施設設のの定定義義とと分分類類  
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1 日 50 食以上 

特定給食施設以外の施設
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（（２２））対対象象者者のの特特性性にによよるる分分類類  

①①主主にに健健康康増増進進をを目目的的ととししたた施施設設  

種類 施設例 

学校 幼稚園、幼稚園型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、

学校給食センター 等 

児童福祉施設 保育所、保育所型・幼保連携型・地方裁量型認定こども園、児

童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心

理治療施設、児童相談所 等 

事業所 事業所又は事務所（労働基準法に規定する） 

寄宿舎 学生又は労働者を寄宿させる施設 

矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 

自衛隊 自衛隊 

一般給食センター 特定した施設（複数の場合も含む。）に対して継続的に食事を

供給している施設であって、前記「学校」から「寄宿舎」まで

に該当しないもの 

その他 上記に含まれない施設 

衛生行政報告例より引用改変 

 

②②主主にに個個別別的的なな栄栄養養管管理理をを重重視視ししたた施施設設  

種類 施設例 

病院・診療所 病院、診療所 

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

介護医療院 介護医療院 

老人福祉施設 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホー

ム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター

及び老人介護支援センター 等 

社会福祉施設 救護施設、身体障害者社会参加支援施設、婦人保護施設 等 

衛生行政報告例より引用改変 
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第第３３．．健健康康増増進進法法ににおおけけるる給給食食施施設設のの届届出出とと報報告告  

 届出と報告の大まかなながれは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１  届届出出ににつついいてて  

新たに施設を設置した時や、設置した施設に変更があった場合などは届出が必要です。 

内容 届出内容・様式 根拠法令 

・給食を開始する場合 

・休止していた給食を再開 

する場合 

①給食施設設置届 

（別記様式第１号） 

・健康増進法第 20 条第１項 

・新潟市健康増進法に基づ

く指導及び助言を行うた

めの届出及び報告の徴収

に関する条例第２条１項 

以下の事項について変更があ

った場合 

・施設の名称、所在地 

・設置者の氏名、住所等 

・施設の種類 ・定員数 

・給食運営方式（直営⇔委託） 

②給食施設変更届 

（別記様式第２号） 

・健康増進法第 20 条第２項 

・新潟市健康増進法に基づ

く指導及び助言を行うた

めの届出及び報告の徴収

に関する条例第２条２項 

・給食施設を休止または 

廃止する場合 

③④給食施設 

休止（廃止）届 

（別記様式第３号） 

※それぞれ発生日から１か月以内に提出が必要です。様式は、様式集（P37～）を使用す

るか、市のホームページよりダウンロードして提出してください。 

 

２２  報報告告ににつついいてて（（給給食食施施設設栄栄養養管管理理状状況況報報告告書書））  

給食施設は、前年に実施した給食の状況について、毎年１月末までに保健所へ報告書を

提出します。詳細は実務編 P16を参照してください。 

提出時期が近づきましたら、保健所より関係書類を送付いたします。施設種類によって

報告様式が異なるため、ご注意ください。 

報告
栄養管理状況報告書

※年１回報告

給給食食提提供供をを
ややめめるる

届出 ①給食施設設置届
②給食施設変更届

※施設内容に変更があった場合 ④給食施設廃止届

③給食施設休止届

新新たたにに給給食食のの

提提供供をを始始めめるる 給給食食提提供供中中

給食施設栄養管理状況報告書 

※年１回報告 
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（（２２））対対象象者者のの特特性性にによよるる分分類類  

①①主主にに健健康康増増進進をを目目的的ととししたた施施設設  

種類 施設例 

学校 幼稚園、幼稚園型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、

学校給食センター 等 

児童福祉施設 保育所、保育所型・幼保連携型・地方裁量型認定こども園、児

童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心

理治療施設、児童相談所 等 

事業所 事業所又は事務所（労働基準法に規定する） 

寄宿舎 学生又は労働者を寄宿させる施設 

矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 
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一般給食センター 特定した施設（複数の場合も含む。）に対して継続的に食事を
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に該当しないもの 

その他 上記に含まれない施設 
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及び老人介護支援センター 等 
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前頁の届出や報告は、当該施設の設置者が行います。設置者とは、当該施設を設置した

最高責任者とします。（例：医療法人等の理事長、事業所の代表取締役社長等） 

これは、健康増進法における給食施設の栄養管理に関する義務は、当該施設の設置者に

義務付けられているためです。例えば給食を業務委託している場合でも、適切な栄養管理

の責任は施設側にあるため、受託業者と連携して栄養管理に努めなければなりません。 

報告の中には、施設側が把握している情報、受託業者側が把握している情報が混在して

いる場合もあると思いますが、それぞれ情報共有しながら作成してください。 

  

第第４４．．管管理理栄栄養養士士・・栄栄養養士士のの配配置置  

１１  健健康康増増進進法法にによよるる配配置置基基準準  

食数や施設の種類によって、管理栄養士・栄養士の配置義務、努力義務の規定があります。 

 

施設種類 

 

給食数 

医学的な管理を 

必要とする施設 
左記以外の施設 

病院 

介護老人保健施設 

介護医療院 

左記・学校以外の特別

な栄養管理を必要とす

る施設 

学校 

1 回 500 食以上 

又は 

1 日 1500 食以上 
管理栄養士配置の 

必置義務 

【指定…一号施設】 

管理栄養士配置の 

必置義務 

【指定…二号施設】 管理栄養士配置の 

努力義務 1 回 300 食以上 

又は 

1 日 750 食以上 

管理栄養士配置の 

努力義務 

1 回 100 食以上 

又は 

1 日 250 食以上 

管理栄養士又は栄養士配置の努力義務 

※なお、施設種類によって、他法令等で管理栄養士・栄養士の配置が規定されている場合が

あります。関係法令（老人福祉法や児童福祉法等）も確認し、適切に配置してください。 

  

＜＜注注意意＞＞届届出出者者ににつついいてて 
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２２  管管理理栄栄養養士士をを配配置置ししななけけれればばななららなないい施施設設のの指指定定ににつついいてて  

前頁１の配置基準に該当する場合には、当該施設の設置者はすみやかに特定給食施設報

告書を提出します。これをもとに、新潟市長が管理栄養士を配置しなければならない施設と

して指定し、指定通知書を交付します。指定された施設に管理栄養士が不在の場合には、配

置計画を立て、すみやかに管理栄養士を配置してください。 

また、指定された施設が食数減などにより規定に該当しなくなった場合にも、設置者は特

定給食施設報告書を提出します。これにより施設状況を確認し、指定取消通知書をもって指

定を取り消します。 

なお、学校教育法に規定する義務教育諸学校及び学校教育法に規定する幼稚園は、指定の

対象外となります。 

 

第第５５．．保保健健所所にによよるる給給食食施施設設指指導導等等  

１１  巡巡回回指指導導・・助助言言  

保健所の栄養指導員が必要に応じて施設に出向き、栄養管理状況報告書の内容や帳票類、

給食実施状況を確認します。 

これは、健康増進法第 18条第１項第２号に基づくもので、施設においてよりよい食事の

供給を目指すための助言も行います。 

 

２２  集集団団指指導導  

最新の栄養・衛生情報の習得や情報交換を目的とした指導会を実施します。 

 

３３  相相談談受受付付  

給食に関する相談や問い合わせについては、随時受け付けています。 
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＜＜注注意意＞＞届届出出者者ににつついいてて 
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ⅡⅡ．．実実務務編編  

第第１１．．給給食食のの目目的的  

 給食は、特定の利用者に継続的に供給する食事をいいます。施設の種類や規模に関わらず、

利用者の健康の保持増進、生活習慣病の発症・重症化予防、望ましい食習慣の形成が大きな

目的です。これらを達成するために、次の３つの目標が挙げられます。 

  

１１  利利用用者者のの栄栄養養管管理理をを行行ううこことと 

    給食は繰り返し継続的に提供され、利用者の健康状態や栄養状態に直接つながり

があるため、適切な栄養管理の実施が求められます。 

 ２２  利利用用者者のの嗜嗜好好をを考考慮慮ししたた食食事事をを提提供供すするるこことと  

    給食の目的の達成には、利用者にその食事が受け入れられ、食べられることが不可

欠です。そのため、食事量、食事の形状、味、温度などが適切な食事の提供が求めら

れます。 

３３  栄栄養養教教育育のの媒媒体体ででああるるこことと  

    利用者に給食の目的を理解してもらうためには、給食とあわせて栄養・健康に関す

る情報や学習の機会を提供し、給食が食体験と情報の結びつく場であることが求め

られます。 

 

第第２２．．給給食食施施設設のの果果たたすす役役割割  

 給食施設において継続的に供給される食事は、利用者にとって日常生活の環境であるた

め、このような食環境の整備は利用者の健康の維持・増進に寄与することが期待できると

して、栄養管理の質の向上が期待されます。 

 また、利用者の健康管理だけでなく、その家族や地域住民の望ましい食習慣の形成や定

着、適正な食物選択等、健康づくり及び栄養・食生活の改善にも影響を与えるものです。 

 これらのことから、給食施設は市民の健康づくり及び食生活改善のみならず、あらゆる

世代のすこやかな暮らしを支える社会環境の整備・促進に果たす役割も大きいと言えま

す。 

 

第第３３．．給給食食施施設設がが実実施施すするる栄栄養養・・衛衛生生管管理理  

１１  栄栄養養管管理理  

健康増進法では、特定給食施設の設置者の責務において栄養管理を行うことと規定され

ており、健康増進法施行規則第 9 条にはその基準（栄養管理の基準）が示されています。 
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さらに、厚生労働省通知（令和 2年 3月 31日健健発 0331 第２号厚生労働省健康局健康

課長通知「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について」別添 2）にお

いて、給食施設が具体的に実施すべき事項が明記されています。 

また、施設の種別によって、他の法令等でも栄養管理に関する規定がありますので、関

係法令等も確認してください。 

なお、新潟市では市条例において要件を満たす給食施設についても、同様の栄養管理を

行うよう助言を行っています。 

 

（（１１））栄栄養養管管理理ののたためめのの体体制制整整備備ににつついいてて  

給食施設の設置者及び管理者は、適切な栄養管理がなされるよう、体制を整える必要

があります。具体的には、施設管理部門・健康管理部門・給食関係部門等の各部門で連

携を図り、情報共有・役割分担を行うとともに、施設全体として給食が利用者の健康管

理につながるように目標を共有し、評価・改善を行っていくことが必要です。 

給食業務を外部委託している場合であっても、上記と同様に利用者の健康増進に資す

る給食運営の体制整備を図ることが求められます。給食施設設置者は受託業者とよく話

し合い、栄養管理・給食運営をどのように実施するか検討し、その上で役割分担を明確

にし、委託契約書等に明記しておきます。なお、給食を業務委託している場合であって

も、栄養管理の責任は施設側にあるので、受託業者の業務内容を定期的に把握・確認

し、必要な指示を行う必要があります。 

 

（（２２））栄栄養養管管理理のの概概要要  

栄養管理においては、「日本人の食事摂取基準」を活用します。その場合には、下図

の PDCAサイクルに基づく活用を基本とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 食事摂取基準の活用とＰＤＣＡサイクル 

引用：厚生労働省 日本人の食事摂取基準（2020 年度版） 
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引用：厚生労働省 日本人の食事摂取基準（2020 年度版） 
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まず、食事摂取状況のアセスメントにより、エネルギー・栄養素の摂取量が適切かど

うかを評価します。食事評価に基づき、食事改善計画の立案、食事改善を実施し、それ

らの検証を行います。検証を行う際には食事評価を行い、検証結果を踏まえて計画や実

施の内容を改善します。 

 

（（３３））栄栄養養管管理理ののすすすすめめ方方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設における給食運営及び栄養管理の方針を明確にし、必要な条件整備・組

織化を行います。 

 

①①   給給食食運運営営のの方方針針・・目目標標のの設設定定  

・施設の給食運営及び栄養管理の方針・目標を明確にします。（例：利用

者の健康管理、食を通じた利用者 QOL向上、疾病の治癒・改善など） 

・上記目標を関係部門や受託業者と共有します。 

 

②②  役役割割分分担担のの明明確確化化、、連連携携体体制制のの構構築築  

・施設管理者のもとに栄養管理責任者および調理責任者を定め、栄養管理

部門の責任体制と役割分担を明確にします。 

・給食業務を委託する場合には、施設側と受託業者側の役割分担を明確に

し、委託契約書等を整備します。 

 

③③  評評価価体体制制のの整整備備  

・給食運営及び栄養管理が適切に実施

されているか施設全体で評価し、改善

に向けての検討ができる体制を整備

します。 

条
件
整
備
・
組
織
化 

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト 

利用者の特性の把握および食事摂取量の把握を行います。 

 

利利用用者者のの特特性性・・食食事事摂摂取取量量のの把把握握  

・利用者の特性に応じた栄養目標量を算出するために、利用者の性、年

齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況などを把握します。 

・昼食のみなど一部の食事を提供する場合は、給食

以外の食事の摂取状況を可能な範囲で把握し、

給与栄養目標量の設定時に考慮します。 

※栄養アセスメントは、給食関係部門だけでは実

施できないため、他部署（例：健康管理部門）と

連携を図り、必要な情報を得るようにします。 

帳票類等 

□ 組織図 

□ 給食運営計画 

□ 委託契約書 

□ 給食関係会議議事録 

帳票類等 

□ 人員構成票 

□ 栄養アセス

メント票 
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把握した利用者の情報に基づき、給与栄養目標量の設定、献立作成基準を

作成します。 

①①  給給与与栄栄養養目目標標量量のの設設定定  

【個人】 

把握した利用者の状況から望ましい給与栄養目標量を設定します。 

【集団】 

 ・個人の給与栄養目標量に基づき、対象集団の特性や栄養状態等を考慮

した全体の給与栄養目標量を設定します。このとき、施設の状況に応

じ根拠を持って設定します。 

 ・給与栄養目標量の設定における３食の配分は、利用者の食事状況や食

事以外の摂取栄養量等を勘案して設定します。 

 ※給与栄養目標量は、利用者の状況に大きな 

変動が見られる場合などには、見直しが 

必要です。 

②②  献献立立作作成成基基準準のの作作成成  

・給与栄養目標量が確保できるよう、

食品構成表や食材料費の設定などの

献立作成基準を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄
養
計
画 

設定した給与栄養目標量及び献立作成基準に基づき献立を作成します。 

①①  献献立立作作成成  

・利用者の摂食機能や日常の食事に占める給食の割合、嗜好等に配慮しま

す。 

・料理や食品の組み合わせにも注意して、同じ調理法の料理が重なってい

ないか、幅広い食材を使用しているかにも配慮します。 

・利用者が食事を楽しめるよう、地域性を生かす、季節感や行事食を取り

入れる等、変化を持たせた献立とします。 

 

②②  予予定定給給与与栄栄養養量量のの算算出出とと確確認認  

・作成した予定献立の予定給与栄養量を算出し、給与栄養目標量に見合っ

ているか確認します。 

帳票類等 

□ 性・年齢構成表 

□ 給与栄養目標量 

□ 荷重平均成分表 

□ 献立作成基準 

（食品構成表等） 

食
事
計
画 
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まず、食事摂取状況のアセスメントにより、エネルギー・栄養素の摂取量が適切かど

うかを評価します。食事評価に基づき、食事改善計画の立案、食事改善を実施し、それ

らの検証を行います。検証を行う際には食事評価を行い、検証結果を踏まえて計画や実

施の内容を改善します。 

 

（（３３））栄栄養養管管理理ののすすすすめめ方方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設における給食運営及び栄養管理の方針を明確にし、必要な条件整備・組

織化を行います。 

 

①①   給給食食運運営営のの方方針針・・目目標標のの設設定定  

・施設の給食運営及び栄養管理の方針・目標を明確にします。（例：利用

者の健康管理、食を通じた利用者 QOL向上、疾病の治癒・改善など） 

・上記目標を関係部門や受託業者と共有します。 

 

②②  役役割割分分担担のの明明確確化化、、連連携携体体制制のの構構築築  

・施設管理者のもとに栄養管理責任者および調理責任者を定め、栄養管理

部門の責任体制と役割分担を明確にします。 

・給食業務を委託する場合には、施設側と受託業者側の役割分担を明確に

し、委託契約書等を整備します。 

 

③③  評評価価体体制制のの整整備備  

・給食運営及び栄養管理が適切に実施

されているか施設全体で評価し、改善

に向けての検討ができる体制を整備

します。 

条
件
整
備
・
組
織
化 

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト 

利用者の特性の把握および食事摂取量の把握を行います。 

 

利利用用者者のの特特性性・・食食事事摂摂取取量量のの把把握握  

・利用者の特性に応じた栄養目標量を算出するために、利用者の性、年

齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況などを把握します。 

・昼食のみなど一部の食事を提供する場合は、給食

以外の食事の摂取状況を可能な範囲で把握し、

給与栄養目標量の設定時に考慮します。 

※栄養アセスメントは、給食関係部門だけでは実

施できないため、他部署（例：健康管理部門）と

連携を図り、必要な情報を得るようにします。 

帳票類等 

□ 組織図 

□ 給食運営計画 

□ 委託契約書 

□ 給食関係会議議事録 

帳票類等 

□ 人員構成票 

□ 栄養アセス

メント票 
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把握した利用者の情報に基づき、給与栄養目標量の設定、献立作成基準を

作成します。 

①①  給給与与栄栄養養目目標標量量のの設設定定  
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じ根拠を持って設定します。 
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事以外の摂取栄養量等を勘案して設定します。 

 ※給与栄養目標量は、利用者の状況に大きな 

変動が見られる場合などには、見直しが 

必要です。 

②②  献献立立作作成成基基準準のの作作成成  

・給与栄養目標量が確保できるよう、

食品構成表や食材料費の設定などの

献立作成基準を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄
養
計
画 

設定した給与栄養目標量及び献立作成基準に基づき献立を作成します。 

①①  献献立立作作成成  

・利用者の摂食機能や日常の食事に占める給食の割合、嗜好等に配慮しま

す。 

・料理や食品の組み合わせにも注意して、同じ調理法の料理が重なってい

ないか、幅広い食材を使用しているかにも配慮します。 

・利用者が食事を楽しめるよう、地域性を生かす、季節感や行事食を取り

入れる等、変化を持たせた献立とします。 

 

②②  予予定定給給与与栄栄養養量量のの算算出出とと確確認認  

・作成した予定献立の予定給与栄養量を算出し、給与栄養目標量に見合っ

ているか確認します。 

帳票類等 

□ 性・年齢構成表 

□ 給与栄養目標量 

□ 荷重平均成分表 

□ 献立作成基準 

（食品構成表等） 

食
事
計
画 
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食
事
計
画 

③③  献献立立表表のの事事前前掲掲示示とと栄栄養養にに関関すするる情情報報提提供供  

・献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要栄養成分の表示

を行います。 

・給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、 

より健康的な生活を送るために必要な知識を 

習得する良い機会であるため、各々の施設の 

実情に応じ、利用者等に対して各種の媒体を 

活用して知識の普及に努めます。 

 

帳票類等 

□ 予定献立表 

□ 予定給与栄養量 

食事計画に基づき、食事提供を行います。 

 

①①  予予定定献献立立どどおおりりのの食食事事提提供供及及びび品品質質管管理理  

・作業工程表、作業指示書（予定献立表）に従って衛生的に調理します。 

・品質管理、衛生管理に必要な確認と記録を行い、書類を整備します。 

・一定の品質を保った食事を提供するために、量・味・時間などを数値化

して基準設定し、管理します。 

 

②②  食食事事のの提提供供  

・適時・適温での提供とします。 

・複数献立や選択食（カフェテリア方式）のように、利用者の自主性によ

り料理の選択が行われる場合には、モデル的な料理の組合せを提示する

よう努めます。 

 

③③  実実施施献献立立表表のの整整備備  

・予定献立から食材や使用量に変更が生じた

ときは、変更内容を正確に記録し、実施献

立とします。 

・変更内容に応じて、推定栄養摂取量（実給

与栄養量）の算出を行い、栄養管理に反映

させます。 

帳票類等 

実
施 

□ 検収記録簿 

□ 衛生点検記録表 

□ 食数管理表 

□ 実施献立表 

□ 検食簿 

□ 作業工程表 

-14-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ※なお、事業所を例にした給与栄養目標量を設定するまでの流れを P26 で紹介してい

ますので、該当施設は参考にしてください。 

  

給食運営や栄養管理について施設全体で評価し、改善に取り組みます。 

①①  提提供供ししたた食食事事のの評評価価  

・個別管理を行っている施設では、個々の摂取量の把握、集団管理を行っ

ている施設では、残食調査などにより給食がどの程度摂取されたかを把

握します。 

・提供した食事の量、形態・形状、温度、嗜好などが利用者に適していた

か、利用者の状況から目標量が妥当だったか評価を行います。 

・必要に応じ利用者に満足度調査や嗜好調査を行うなどし、利用者の声を

反映できるようにします。 

②②  推推定定栄栄養養摂摂取取量量のの算算出出・・評評価価  

・把握した摂取量から推定栄養摂取量（実給与栄養量）を算出し、設定し

た給与栄養目標量どおりに食事が提供されたか評価します。 

③③  栄栄養養計計画画、、食食事事計計画画のの見見直直しし  

・①・②で栄養管理・給食管理についての課題

を明確にし、改善方法を検討し、対策を講じ

ます。 

④④  給給食食運運営営全全体体のの評評価価・・改改善善  

・栄養部門に加え、関係部門や委託事業者を含

めた給食関係会議を行い、施設全体で給食運

営及び栄養管理の評価・改善を行います。 

評
価
・
改
善 

帳票類等 

□ 喫食量調査表 

□ 嗜好調査等結果 

□ 実給与栄養量表 

 

ここから【条件整備・組織化】へ戻り、再度栄養管理のサイクルを回します。 

このように、課題を明確にして改善に向けて取り組みます。 
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画 

③③  献献立立表表のの事事前前掲掲示示とと栄栄養養にに関関すするる情情報報提提供供  

・献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要栄養成分の表示

を行います。 

・給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、 

より健康的な生活を送るために必要な知識を 

習得する良い機会であるため、各々の施設の 

実情に応じ、利用者等に対して各種の媒体を 

活用して知識の普及に努めます。 

 

帳票類等 

□ 予定献立表 

□ 予定給与栄養量 

食事計画に基づき、食事提供を行います。 

 

①①  予予定定献献立立どどおおりりのの食食事事提提供供及及びび品品質質管管理理  

・作業工程表、作業指示書（予定献立表）に従って衛生的に調理します。 

・品質管理、衛生管理に必要な確認と記録を行い、書類を整備します。 

・一定の品質を保った食事を提供するために、量・味・時間などを数値化

して基準設定し、管理します。 

 

②②  食食事事のの提提供供  

・適時・適温での提供とします。 

・複数献立や選択食（カフェテリア方式）のように、利用者の自主性によ

り料理の選択が行われる場合には、モデル的な料理の組合せを提示する

よう努めます。 

 

③③  実実施施献献立立表表のの整整備備  

・予定献立から食材や使用量に変更が生じた

ときは、変更内容を正確に記録し、実施献

立とします。 

・変更内容に応じて、推定栄養摂取量（実給

与栄養量）の算出を行い、栄養管理に反映

させます。 

帳票類等 

実
施 

□ 検収記録簿 

□ 衛生点検記録表 

□ 食数管理表 

□ 実施献立表 

□ 検食簿 

□ 作業工程表 
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④④  給給食食運運営営全全体体のの評評価価・・改改善善  

・栄養部門に加え、関係部門や委託事業者を含

めた給食関係会議を行い、施設全体で給食運

営及び栄養管理の評価・改善を行います。 

評
価
・
改
善 

帳票類等 

□ 喫食量調査表 

□ 嗜好調査等結果 

□ 実給与栄養量表 

 

ここから【条件整備・組織化】へ戻り、再度栄養管理のサイクルを回します。 

このように、課題を明確にして改善に向けて取り組みます。 
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（（４４））給給食食施施設設栄栄養養管管理理状状況況報報告告書書ににつついいてて  

前年に実施した給食の状況について、毎年 1月末までに保健所へ報告します。 

 ①①報報告告ままででののななががれれ  

時期 内容 送付方法 

12 月初旬 
保健所から各給食施設へ依頼文

を発送 
郵送 

翌年 1 月末

まで 

各給食施設から保健所へ各施設

に応じた様式に基づいて報告 

原則電子申請又はメール送付

（やむを得ない場合郵送・FAX 可） 

 

  ②②様様式式ににつついいてて  

    施設の種類に応じ、5つの様式が定められています。 

様式 施設種類 

別記様式第９号 学校、幼稚園型認定こども園 

別記様式第 10 号 病院、診療所 

別記様式第 11 号 介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設、介護

医療院 

別記様式第 12 号 児童福祉施設、認定こども園（幼稚園型以外） 

別記様式第 13 号 矯正施設、事業所、寄宿舎、その他 

   ※依頼の際、施設の種類に応じた様式を指定しますのでご確認ください。 

    施設種類の詳細は、「対象者の特性による分類」（P6）を参照してください。 

   ※認定こども園は、種類によって様式が異なりますのでご注意ください。 

    幼稚園型認定こども園：学校（別記様式第９号） 

    上記以外の認定こども園：児童福祉施設（別記様式第 12 号） 

   

 ③③報報告告者者ににつついいてて  

施設の設置者もしくは管理者が報告します。給食を業務委託している場合でも、適切な

栄養管理の責任は施設側にあるため、受託業者と連携して栄養管理に努めなければなり

ません。報告の中には、施設側が把握している情報、受託業者側が把握している情報が混

在している場合もあると思いますが、それぞれ情報共有しながら作成してください。 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

この報告書は、記入することで施設自身が現状を把握し、課題を見つけ出すこ

とに利用できます。まずは関係部署と連携してすべての項目を埋められるよう努

めてください。 

そのうえで、給食・栄養管理のどの部分に課題があるのか施設全体で共有し、

改善に向けて取り組みましょう。 

 

＜＜注注意意＞＞報報告告内内容容ににつついいてて  

-16-

２２  衛衛生生管管理理  

給食の運営は、衛生的かつ安全に行う必要があります。健康増進法施行規則第９条第５項

において、「衛生の管理については、食品衛生法その他関係法令の定めるところ」により行

う必要があると示されています。 

 食品衛生法の改正により HACCP に沿った衛生管理が制度化され、給食施設でも HACCP

に沿った衛生管理が必要となりました。具体的にどのように管理していく必要があるのか、

下記で確認していきましょう。 

 

 

（（１１））HHAACCCCPP にに沿沿っったた衛衛生生管管理理ととはは  

 食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者が HACCPに沿った衛生管理を

行う必要があります。HACCP に沿った衛生管理は、大きく２つに分けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本的に給食施設では、HACCP の考え方を取り入れた衛生管理を行っていくことに

なります。具体的には、「大量調理施設衛生管理マニュアル」や各業界団体が作成した

「手引書」に沿って衛生管理を行うことが望まれます。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HHAACCCCPP
ハ サ ッ プ

ととはは  

食中毒菌汚染や異物混入など、食品に悪影響を及ぼす原因を把握し、

それを除去したり低減させるための重要な工程を管理することで安全

性を確保する衛生管理手法です。 

HHAACCCCPP にに沿沿っったた  
衛衛生生管管理理  

HHAACCCCPP にに基基づづくく  
衛衛生生管管理理  

HHAACCCCPP のの考考ええ方方をを取取りり入入れれたた  
衛衛生生管管理理  

給給食食ははここちちらら  
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－  16  － －  17  －

（（４４））給給食食施施設設栄栄養養管管理理状状況況報報告告書書ににつついいてて  

前年に実施した給食の状況について、毎年 1月末までに保健所へ報告します。 

 ①①報報告告ままででののななががれれ  

時期 内容 送付方法 

12 月初旬 
保健所から各給食施設へ依頼文

を発送 
郵送 

翌年 1 月末

まで 

各給食施設から保健所へ各施設

に応じた様式に基づいて報告 

原則電子申請又はメール送付

（やむを得ない場合郵送・FAX 可） 

 

  ②②様様式式ににつついいてて  

    施設の種類に応じ、5つの様式が定められています。 

様式 施設種類 

別記様式第９号 学校、幼稚園型認定こども園 

別記様式第 10 号 病院、診療所 

別記様式第 11 号 介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設、介護

医療院 

別記様式第 12 号 児童福祉施設、認定こども園（幼稚園型以外） 

別記様式第 13 号 矯正施設、事業所、寄宿舎、その他 

   ※依頼の際、施設の種類に応じた様式を指定しますのでご確認ください。 

    施設種類の詳細は、「対象者の特性による分類」（P6）を参照してください。 

   ※認定こども園は、種類によって様式が異なりますのでご注意ください。 

    幼稚園型認定こども園：学校（別記様式第９号） 

    上記以外の認定こども園：児童福祉施設（別記様式第 12 号） 

   

 ③③報報告告者者ににつついいてて  

施設の設置者もしくは管理者が報告します。給食を業務委託している場合でも、適切な

栄養管理の責任は施設側にあるため、受託業者と連携して栄養管理に努めなければなり

ません。報告の中には、施設側が把握している情報、受託業者側が把握している情報が混

在している場合もあると思いますが、それぞれ情報共有しながら作成してください。 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

この報告書は、記入することで施設自身が現状を把握し、課題を見つけ出すこ

とに利用できます。まずは関係部署と連携してすべての項目を埋められるよう努

めてください。 

そのうえで、給食・栄養管理のどの部分に課題があるのか施設全体で共有し、

改善に向けて取り組みましょう。 

 

＜＜注注意意＞＞報報告告内内容容ににつついいてて  
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２２  衛衛生生管管理理  

給食の運営は、衛生的かつ安全に行う必要があります。健康増進法施行規則第９条第５項

において、「衛生の管理については、食品衛生法その他関係法令の定めるところ」により行

う必要があると示されています。 

 食品衛生法の改正により HACCP に沿った衛生管理が制度化され、給食施設でも HACCP

に沿った衛生管理が必要となりました。具体的にどのように管理していく必要があるのか、

下記で確認していきましょう。 

 

 

（（１１））HHAACCCCPP にに沿沿っったた衛衛生生管管理理ととはは  

 食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者が HACCPに沿った衛生管理を

行う必要があります。HACCP に沿った衛生管理は、大きく２つに分けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本的に給食施設では、HACCP の考え方を取り入れた衛生管理を行っていくことに

なります。具体的には、「大量調理施設衛生管理マニュアル」や各業界団体が作成した

「手引書」に沿って衛生管理を行うことが望まれます。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HHAACCCCPP
ハ サ ッ プ

ととはは  

食中毒菌汚染や異物混入など、食品に悪影響を及ぼす原因を把握し、

それを除去したり低減させるための重要な工程を管理することで安全

性を確保する衛生管理手法です。 

HHAACCCCPP にに沿沿っったた  
衛衛生生管管理理  

HHAACCCCPP にに基基づづくく  
衛衛生生管管理理  

HHAACCCCPP のの考考ええ方方をを取取りり入入れれたた  
衛衛生生管管理理  

給給食食ははここちちらら  
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－  18  －

（（２２））給給食食施施設設がが行行うう HHAACCCCPP のの考考ええ方方をを取取りり入入れれたた衛衛生生管管理理  

 食品衛生法では、営業者が実施することとして以下 4 点を挙げています。 

※ 給食施設においては、従来通知している「大量調理施設衛生管理マニュアル」が HACCP

の概念に基づき策定されていることから、すでにこれに従って衛生管理を実施している

場合は新新たたなな対対応応はは生生じじまませせんん。。 

施設で使用している帳票類が、何の目的で作られたものなのか、調理に携わる人全員が

理解して取り組めるように、見直しや研修を行うと、よりよい衛生管理につながります。 

※ 大量調理施設衛生管理マニュアルや手引書を参考とした、衛生管理計画の作成例は、 

P33～36を参照してください。 

 

（（３３））食食物物アアレレルルギギーーのの対対応応  

・対応食専用の調理器具や食器具類を使用することが望まれます。 

・対応食担当調理員を区別化することで、作業の単純化、引継ぎによるエラーを防ぎます。 

・複数の検収担当者が、使用する食材や調味料を確認し、記録します。 

・確認作業の方法（確認者、ダブルチェック、声出し指差し確認など）やタイミングを決

めておきます。 

・調理後にアレルギー原因食物の混入や取り違えが起きないように管理します。 

＜参考＞学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省） 

新潟市幼児・児童・生徒食物アレルギー対応マニュアル（新潟市教育委員会） 

 

営業者が実施すること 給食施設での対応 

①-1.「一般的な衛生管理」及び

「HACCP に沿った衛生管理」に関す

る基準に基づき衛衛生生管管理理計計画画を作成

し、従業員に周知徹底を図る 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」や

「手引書」を参考に、各施設に合わせた衛

生管理計画を作成する。 

 

①-2.必要に応じて、清掃・洗浄・消

毒や食品の取扱い等について具体的

な方法を定めた手順書を作成する 

大量調理施設衛生管理マニュアル中の「標

準作業書」を参考に作成する。そのまま活

用してもよい。 

②計画に基づいて調理等を実施する 施設で定めた方法に従い、調理や作業を実

施する。 

③衛生管理の実施状況を記録し、保

存する 

大量調理施設衛生管理マニュアル中の「点

検表」や「記録簿」のように、必要な記録

票を整備して記録し、保存する。 

④衛生管理計画及び手順書の効果を

定期的に検証し、必要に応じて内容

を見直す 

日々の記録を見直し、よりよい衛生管理に

向けて取り組む。 
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（（４４））危危機機対対応応  

①①定定期期検検便便でで食食中中毒毒菌菌等等がが検検出出さされれたた場場合合  

・定期検便の検査項目（赤痢菌・チフス菌・パラチフスＡ菌・サルモネラ属菌・腸管出

血性大腸菌Ｏ-157）のうちサルモネラ属菌以外は、感染症法で指定された病原菌で、

陽性となった場合は就業制限がかかります。 

・サルモネラ属菌が陽性となった場合は、陰性が確認されるまで、調理、食事の介助な

どに関わる業務以外に従事することが望まれます。 

 

②②食食中中毒毒（（疑疑いいをを含含むむ））がが発発生生ししたた場場合合 

・食中毒（疑いを含む）が発生した場合は、被害の拡大と再発防止及び原因究明のため

迅速な対応が必要です。また、普段から検食の保存や調理記録の整備をしておく必要

があります。 

・食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等は当該

施設で調理された食品を喫食しないことが望まれます。ただし、原因究明に支障を来

さないための措置（試食担当者を限定すること等）が講じられている場合はこの限り

ではありません。 

 

③③施施設設内内ででおおうう吐吐ががああっったた場場合合 

・施設内でおう吐があった場合、おう吐物にノロウイルス等が含まれている可能性があ

ります。おう吐物の処理を適切に行うことが、感染の拡大防止につながります。 

 

おおうう吐吐物物のの適適切切なな処処理理手手順順  

ア．おう吐者を落ち着かせ、離れた場所で安静にしてもらう。周囲の人をおう吐物か

ら遠ざけ、他の部屋に移ってもらう。 

イ．手袋、マスク、エプロンを着用し、窓を開けて換気をよくする。 

ウ．おう吐物をペーパータオルで覆い、0.1％次亜塩素酸ナトリウム液をかける。 

エ．おう吐物をペーパータオルごと静かにふき取る。 

オ．使用したペーパータオル等はビニール袋に入れて口を縛る。 

カ. おう吐物が付着していた場所を、0.1％次亜塩素酸ナトリウムに浸したタオルで

10 分間覆う。その後、水拭きする。 

キ．汚物の入った袋と使い捨て手袋をビニール袋に入れ、口を縛って廃棄する。 

ク．作業後は流水と石けんでよく手洗いする。 
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－  18  － －  19  －

（（２２））給給食食施施設設がが行行うう HHAACCCCPP のの考考ええ方方をを取取りり入入れれたた衛衛生生管管理理  

 食品衛生法では、営業者が実施することとして以下 4 点を挙げています。 

※ 給食施設においては、従来通知している「大量調理施設衛生管理マニュアル」が HACCP

の概念に基づき策定されていることから、すでにこれに従って衛生管理を実施している

場合は新新たたなな対対応応はは生生じじまませせんん。。 

施設で使用している帳票類が、何の目的で作られたものなのか、調理に携わる人全員が

理解して取り組めるように、見直しや研修を行うと、よりよい衛生管理につながります。 

※ 大量調理施設衛生管理マニュアルや手引書を参考とした、衛生管理計画の作成例は、 

P33～36を参照してください。 

 

（（３３））食食物物アアレレルルギギーーのの対対応応  

・対応食専用の調理器具や食器具類を使用することが望まれます。 

・対応食担当調理員を区別化することで、作業の単純化、引継ぎによるエラーを防ぎます。 

・複数の検収担当者が、使用する食材や調味料を確認し、記録します。 

・確認作業の方法（確認者、ダブルチェック、声出し指差し確認など）やタイミングを決

めておきます。 

・調理後にアレルギー原因食物の混入や取り違えが起きないように管理します。 

＜参考＞学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省） 

新潟市幼児・児童・生徒食物アレルギー対応マニュアル（新潟市教育委員会） 

 

営業者が実施すること 給食施設での対応 

①-1.「一般的な衛生管理」及び

「HACCP に沿った衛生管理」に関す

る基準に基づき衛衛生生管管理理計計画画を作成

し、従業員に周知徹底を図る 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」や

「手引書」を参考に、各施設に合わせた衛

生管理計画を作成する。 

 

①-2.必要に応じて、清掃・洗浄・消

毒や食品の取扱い等について具体的

な方法を定めた手順書を作成する 

大量調理施設衛生管理マニュアル中の「標

準作業書」を参考に作成する。そのまま活

用してもよい。 

②計画に基づいて調理等を実施する 施設で定めた方法に従い、調理や作業を実

施する。 

③衛生管理の実施状況を記録し、保

存する 

大量調理施設衛生管理マニュアル中の「点

検表」や「記録簿」のように、必要な記録

票を整備して記録し、保存する。 

④衛生管理計画及び手順書の効果を

定期的に検証し、必要に応じて内容

を見直す 

日々の記録を見直し、よりよい衛生管理に

向けて取り組む。 

-18-

（（４４））危危機機対対応応  

①①定定期期検検便便でで食食中中毒毒菌菌等等がが検検出出さされれたた場場合合  

・定期検便の検査項目（赤痢菌・チフス菌・パラチフスＡ菌・サルモネラ属菌・腸管出

血性大腸菌Ｏ-157）のうちサルモネラ属菌以外は、感染症法で指定された病原菌で、

陽性となった場合は就業制限がかかります。 

・サルモネラ属菌が陽性となった場合は、陰性が確認されるまで、調理、食事の介助な

どに関わる業務以外に従事することが望まれます。 

 

②②食食中中毒毒（（疑疑いいをを含含むむ））がが発発生生ししたた場場合合 

・食中毒（疑いを含む）が発生した場合は、被害の拡大と再発防止及び原因究明のため

迅速な対応が必要です。また、普段から検食の保存や調理記録の整備をしておく必要

があります。 

・食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等は当該

施設で調理された食品を喫食しないことが望まれます。ただし、原因究明に支障を来

さないための措置（試食担当者を限定すること等）が講じられている場合はこの限り

ではありません。 

 

③③施施設設内内ででおおうう吐吐ががああっったた場場合合 

・施設内でおう吐があった場合、おう吐物にノロウイルス等が含まれている可能性があ

ります。おう吐物の処理を適切に行うことが、感染の拡大防止につながります。 

 

おおうう吐吐物物のの適適切切なな処処理理手手順順  

ア．おう吐者を落ち着かせ、離れた場所で安静にしてもらう。周囲の人をおう吐物か

ら遠ざけ、他の部屋に移ってもらう。 

イ．手袋、マスク、エプロンを着用し、窓を開けて換気をよくする。 

ウ．おう吐物をペーパータオルで覆い、0.1％次亜塩素酸ナトリウム液をかける。 

エ．おう吐物をペーパータオルごと静かにふき取る。 

オ．使用したペーパータオル等はビニール袋に入れて口を縛る。 

カ. おう吐物が付着していた場所を、0.1％次亜塩素酸ナトリウムに浸したタオルで

10 分間覆う。その後、水拭きする。 

キ．汚物の入った袋と使い捨て手袋をビニール袋に入れ、口を縛って廃棄する。 

ク．作業後は流水と石けんでよく手洗いする。 
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－  20  －

第第４４．．非非常常災災害害時時にに対対すするる備備ええ  

 給食施設においては「災害時対応マニュアル」を作成し、備蓄品の整備や災害時の連携体

制を明確化する等の備えが必要です。 

 災害時には、ライフラインの寸断や施設の損壊などの状況下でも、継続的な食事提供と、

早期の給食業務の平常化が求められます。また、場合によっては周辺地域の住民への支援・

協力を行う施設としての役割を担うこととなります。 

 各施設においては、施設の特性に考慮した体制整備を図り、研修や災害訓練等によりその

対応の周知徹底を行い、災害の発生に備えることが重要です。 

 また、災害時は食品流通が正常に機能しない状況も予測されるため、食品確保について食

材業者と契約を締結しておく等の対応策を図ることも望まれます。  

 

１１  非非常常用用献献立立のの作作成成及及びび備備蓄蓄品品のの整整備備  

ライフラインの寸断や、通常の食品流通ルートが機能しない状況を想定した非常用献立

を作成し、これに基づいた食品及び物品の備蓄を用意します。 

 

（（１１））非非常常用用献献立立のの作作成成  

各施設の特性に合わせた非常用献立を作成します。献立の作成にあたっては、通常の流

通経路が確保できなくなることを想定し、応急対応が整うまでの最最低低３３日日分分程程度度、、ででききれれ

ばば１１週週間間分分を目安とします。 

  ※児童福祉施設等については「新潟市保育園防災マニュアル」を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））水水のの確確保保  

飲料水として、１人１日２～３リットルを確保できるよう数か所に分散して保管します。 

平常時から、水源を確保するための調査を実施するとともに、耐震性貯水槽、給水ポンプ、

ポリ容器、浄水器等の確保・整備を図る必要があります。 

 

 

 

 

  

【【備備蓄蓄食食品品のの望望ままししいい条条件件】】  

・常温保存，長期保存が可能で個別包装されている。 

・調理済みで，開封するだけで食べられる。（火や水が不要） 

・持ち運びに便利である。（かさばらない，重すぎない） 

・対象者の特性に見合っている。 

（普段から食べ慣れており、栄養素が確保でき、おいしく食べやすい） 
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（（３３））熱熱源源ととそそれれにに合合わわせせたた調調理理器器具具等等のの確確保保  

  非常用献立に基づき、代替熱源とそれに見合った調理器具等を確保しておきます。 

※代替熱源は、複数確保することが望まれます。 

※調理器具についてはアルミホイル、ラップ、ポリ袋、輪ゴム、缶切り等備品について 

も検討し、準備をしておきます。 

 

（（４４））食食器器のの確確保保  

食器洗浄用の水が確保できないことを想定し、使い捨て食器、割りばし、ストロー、使

い捨てスプーン・フォーク等を、非常用献立に見合った種類、量を準備します。 

 

（（５５））調調理理施施設設内内のの器器具具のの安安全全確確保保    

戸棚や機器類の転倒防止のため、壁面や床面にそれぞれ固定しておきます。また、戸棚

内の食器や器具等もストッパーを利用する等し、落下防止対策を図ります。 

 

（（６６））給給食食施施設設種種別別ごごととのの備備蓄蓄品品  

  ※特殊な食品は、できる限り多くの備蓄が望まれます。 

 

熱源 調理器具等 

ガス プロパンガスボンベ、 

卓上カセットボンベ等 

プロパンガスコンロ、 

卓上カセットコンロ等 

電気 自家用発電機等 電磁調理器、電熱器、電磁調理なべ

等 

簡易かまど 固形燃料、薪、炭、灯油等 ブロック、ドラム缶、薪炭直火釜、

大鍋、野外炊飯器等 

病院 

・患者の病態に対応できる非常食の備えが必要になります。 

（低たんぱく食、低カリウム食、アレルギー対応食、嚥下対応食、 

経管栄養等） 

・災害によって負傷した人たちや、在宅困難になった人たちを受け入

れられるような体制整備が必要です。 

高齢者・ 

障害者施設等 

・病弱者や咀しゃく・嚥下等の摂食障害に対応するため、流動食、 

ソフト食、かゆ類、とろみ調整食品を備蓄しておきます。 

・高齢の災害弱者等を受け入れられるような体制整備が必要です。 

児童福祉施設 

・育児用ミルク、ベビーフード、幼児食の主食やレトルト食品、 

おやつ、アレルギー対応食等を備蓄します。 

・調乳セット一式、離乳食用の食器も確保する必要があります。 
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－  20  － －  21  －

第第４４．．非非常常災災害害時時にに対対すするる備備ええ  

 給食施設においては「災害時対応マニュアル」を作成し、備蓄品の整備や災害時の連携体

制を明確化する等の備えが必要です。 

 災害時には、ライフラインの寸断や施設の損壊などの状況下でも、継続的な食事提供と、

早期の給食業務の平常化が求められます。また、場合によっては周辺地域の住民への支援・

協力を行う施設としての役割を担うこととなります。 

 各施設においては、施設の特性に考慮した体制整備を図り、研修や災害訓練等によりその

対応の周知徹底を行い、災害の発生に備えることが重要です。 

 また、災害時は食品流通が正常に機能しない状況も予測されるため、食品確保について食

材業者と契約を締結しておく等の対応策を図ることも望まれます。  

 

１１  非非常常用用献献立立のの作作成成及及びび備備蓄蓄品品のの整整備備  

ライフラインの寸断や、通常の食品流通ルートが機能しない状況を想定した非常用献立

を作成し、これに基づいた食品及び物品の備蓄を用意します。 

 

（（１１））非非常常用用献献立立のの作作成成  

各施設の特性に合わせた非常用献立を作成します。献立の作成にあたっては、通常の流

通経路が確保できなくなることを想定し、応急対応が整うまでの最最低低３３日日分分程程度度、、ででききれれ

ばば１１週週間間分分を目安とします。 

  ※児童福祉施設等については「新潟市保育園防災マニュアル」を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））水水のの確確保保  

飲料水として、１人１日２～３リットルを確保できるよう数か所に分散して保管します。 

平常時から、水源を確保するための調査を実施するとともに、耐震性貯水槽、給水ポンプ、

ポリ容器、浄水器等の確保・整備を図る必要があります。 

 

 

 

 

  

【【備備蓄蓄食食品品のの望望ままししいい条条件件】】  

・常温保存，長期保存が可能で個別包装されている。 

・調理済みで，開封するだけで食べられる。（火や水が不要） 

・持ち運びに便利である。（かさばらない，重すぎない） 

・対象者の特性に見合っている。 

（普段から食べ慣れており、栄養素が確保でき、おいしく食べやすい） 
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（（３３））熱熱源源ととそそれれにに合合わわせせたた調調理理器器具具等等のの確確保保  

  非常用献立に基づき、代替熱源とそれに見合った調理器具等を確保しておきます。 

※代替熱源は、複数確保することが望まれます。 

※調理器具についてはアルミホイル、ラップ、ポリ袋、輪ゴム、缶切り等備品について 

も検討し、準備をしておきます。 

 

（（４４））食食器器のの確確保保  

食器洗浄用の水が確保できないことを想定し、使い捨て食器、割りばし、ストロー、使

い捨てスプーン・フォーク等を、非常用献立に見合った種類、量を準備します。 

 

（（５５））調調理理施施設設内内のの器器具具のの安安全全確確保保    

戸棚や機器類の転倒防止のため、壁面や床面にそれぞれ固定しておきます。また、戸棚

内の食器や器具等もストッパーを利用する等し、落下防止対策を図ります。 

 

（（６６））給給食食施施設設種種別別ごごととのの備備蓄蓄品品  

  ※特殊な食品は、できる限り多くの備蓄が望まれます。 

 

熱源 調理器具等 

ガス プロパンガスボンベ、 

卓上カセットボンベ等 

プロパンガスコンロ、 

卓上カセットコンロ等 

電気 自家用発電機等 電磁調理器、電熱器、電磁調理なべ

等 

簡易かまど 固形燃料、薪、炭、灯油等 ブロック、ドラム缶、薪炭直火釜、

大鍋、野外炊飯器等 

病院 

・患者の病態に対応できる非常食の備えが必要になります。 

（低たんぱく食、低カリウム食、アレルギー対応食、嚥下対応食、 

経管栄養等） 

・災害によって負傷した人たちや、在宅困難になった人たちを受け入

れられるような体制整備が必要です。 

高齢者・ 

障害者施設等 

・病弱者や咀しゃく・嚥下等の摂食障害に対応するため、流動食、 

ソフト食、かゆ類、とろみ調整食品を備蓄しておきます。 

・高齢の災害弱者等を受け入れられるような体制整備が必要です。 

児童福祉施設 

・育児用ミルク、ベビーフード、幼児食の主食やレトルト食品、 

おやつ、アレルギー対応食等を備蓄します。 

・調乳セット一式、離乳食用の食器も確保する必要があります。 
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－  22  －

２２  備備蓄蓄品品保保管管のの留留意意点点  

（（１１））購購入入  

非常食は、通常の食費とは別に予算を組み、購入することが望まれます。また、通常使

用している食材の中で、保存が可能な缶詰や米等を多めにストックしておき、非常時に活

用するなど、無駄や無理のない購入を工夫しましょう。 

経費については、備蓄としての予算化、給食費から支出等の方法がありますが、各施設

の状況に応じた方法で確保します。 

 

（（２２））管管理理  

備蓄品のリスト、非常用献立、保管場所等については明記して周知徹底を図ると共に、

職員全体で共通認識を図ることが必要です。 

備蓄品は落下の危険がなく、非常時でも取り出しやすい場所に分散して保管します。 

 

（（３３））入入れれ替替ええ  

非常食の品質を確保し、無駄なく活用するために、賞味期限の範囲内で計画的に入れ替

えを行います。 

防災の日や防災訓練等において、訓練の一環として非常食の試食や、通常の献立に計画

的に組み入れる方法もあります。実際に食べてみることで、味や他に必要な備品など、整

えるべき体制がより具体化します。 

  

３３  外外部部ととのの連連携携体体制制  

（（１１））関関係係機機関関ととのの連連携携  

災害の規模にもよりますが、施設内だけでは対応困難な場合もあります。そこで、平常

時より地域の災害対策や体制を確認し、外部との連絡先を明確にしておき、必要な場合は

迅速に支援を要請できるように準備しておくことが必要です。 

 

  ≪≪外外部部連連携携先先のの例例≫≫  

支援要請内容 要請先 

物資に関すること 市災害対策本部 

※状況に応じ、主管課を通して要請する。 

※保健機能食品の手配については、状況により保健所や 

県栄養士会に相談する。 

人材派遣に関すること ・市災害対策本部 

・災害ボランティアセンター 

・系列施設 

・所属する団体等 

・県栄養士会 等 
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（（２２））給給食食施施設設のの相相互互支支援援体体制制のの確確立立  

給食施設は、生命をつなぐ食事を提供するという非常に重要な役割を担っています。災

害時に給食の機能を発揮するためには、平常時からの備えと給食施設間のネットワーク

（物資や人材育成に関する）の構築が必要です。近隣や同系列の給食施設間の相互支援体

制により、緊急時あるいは長期にわたる食や人材（調理師、栄養士等）の確保を図り、災

害時でも通常の食事提供に近づけられる体制づくりが望まれます。 

 

４４  災災害害発発生生時時のの対対応応  

（（１１））被被災災状状況況把把握握とと対対応応策策のの決決定定  

施設や厨房の被害状況、ライフラインの状況、配膳ルートの状況、通信手段等を確認し、

食事対応方針を検討・決定します。 

 

（（２２））備備蓄蓄食食品品をを活活用用ししたた食食事事提提供供  

被災状況に応じて、非常用献立を活用するなどして食事の提供に努めます。冷蔵庫や冷

凍庫内の在庫食品が使用可能であれば、優先的に活用します。また、食材納入業者と連絡

をとり、納入の可否について状況把握を行います。 

 

（（３３））衛衛生生管管理理  

災害時は衛生環境が悪化しているため、食中毒や感染症などの発生防止については特

に配慮が必要です。平常時から、手洗いの代替方法、消毒方法、ゴミの分別等について施

設内で検討し、マニュアル化しておくことが必要です。  

 

５５  災災害害時時のの栄栄養養情情報報ツツーールル  

「国際災害栄養研究室」のホームページに災害時の栄養情報が掲載されています。施設の

実情に応じ、情報収集や、マニュアルの準備等を行うようにしてください。 
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－  22  － －  23  －

２２  備備蓄蓄品品保保管管のの留留意意点点  

（（１１））購購入入  

非常食は、通常の食費とは別に予算を組み、購入することが望まれます。また、通常使

用している食材の中で、保存が可能な缶詰や米等を多めにストックしておき、非常時に活

用するなど、無駄や無理のない購入を工夫しましょう。 

経費については、備蓄としての予算化、給食費から支出等の方法がありますが、各施設

の状況に応じた方法で確保します。 

 

（（２２））管管理理  

備蓄品のリスト、非常用献立、保管場所等については明記して周知徹底を図ると共に、

職員全体で共通認識を図ることが必要です。 

備蓄品は落下の危険がなく、非常時でも取り出しやすい場所に分散して保管します。 

 

（（３３））入入れれ替替ええ  

非常食の品質を確保し、無駄なく活用するために、賞味期限の範囲内で計画的に入れ替

えを行います。 

防災の日や防災訓練等において、訓練の一環として非常食の試食や、通常の献立に計画

的に組み入れる方法もあります。実際に食べてみることで、味や他に必要な備品など、整

えるべき体制がより具体化します。 

  

３３  外外部部ととのの連連携携体体制制  

（（１１））関関係係機機関関ととのの連連携携  

災害の規模にもよりますが、施設内だけでは対応困難な場合もあります。そこで、平常

時より地域の災害対策や体制を確認し、外部との連絡先を明確にしておき、必要な場合は

迅速に支援を要請できるように準備しておくことが必要です。 

 

  ≪≪外外部部連連携携先先のの例例≫≫  

支援要請内容 要請先 

物資に関すること 市災害対策本部 

※状況に応じ、主管課を通して要請する。 

※保健機能食品の手配については、状況により保健所や 

県栄養士会に相談する。 

人材派遣に関すること ・市災害対策本部 

・災害ボランティアセンター 

・系列施設 

・所属する団体等 

・県栄養士会 等 
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（（２２））給給食食施施設設のの相相互互支支援援体体制制のの確確立立  

給食施設は、生命をつなぐ食事を提供するという非常に重要な役割を担っています。災

害時に給食の機能を発揮するためには、平常時からの備えと給食施設間のネットワーク

（物資や人材育成に関する）の構築が必要です。近隣や同系列の給食施設間の相互支援体

制により、緊急時あるいは長期にわたる食や人材（調理師、栄養士等）の確保を図り、災

害時でも通常の食事提供に近づけられる体制づくりが望まれます。 

 

４４  災災害害発発生生時時のの対対応応  

（（１１））被被災災状状況況把把握握とと対対応応策策のの決決定定  

施設や厨房の被害状況、ライフラインの状況、配膳ルートの状況、通信手段等を確認し、

食事対応方針を検討・決定します。 

 

（（２２））備備蓄蓄食食品品をを活活用用ししたた食食事事提提供供  

被災状況に応じて、非常用献立を活用するなどして食事の提供に努めます。冷蔵庫や冷

凍庫内の在庫食品が使用可能であれば、優先的に活用します。また、食材納入業者と連絡

をとり、納入の可否について状況把握を行います。 

 

（（３３））衛衛生生管管理理  

災害時は衛生環境が悪化しているため、食中毒や感染症などの発生防止については特

に配慮が必要です。平常時から、手洗いの代替方法、消毒方法、ゴミの分別等について施

設内で検討し、マニュアル化しておくことが必要です。  

 

５５  災災害害時時のの栄栄養養情情報報ツツーールル  

「国際災害栄養研究室」のホームページに災害時の栄養情報が掲載されています。施設の

実情に応じ、情報収集や、マニュアルの準備等を行うようにしてください。 
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参考資料 
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＜＜栄栄養養管管理理にに関関すするる参参考考資資料料＞＞  

１１  集集団団ににおおけけるる栄栄養養管管理理ののすすすすめめ方方  

事業所（従業員数 1,200 人、年齢 18～64 歳）を例として、給与栄養目標量を設定する

までのながれを説明します。 

（（１１））利利用用者者のの把把握握（（栄栄養養アアセセススメメンントト）） 

利用者に適切な食事を提供し、利用者の健康を維持するために、まずは利用者の情

報を把握します。 

基本項目 把握に努める項目 

性別 

年齢 

身体活動レベル 

ＢＭＩ（身長・体重） 

健康状態・疾病状況（健康診断結果など） 

給食以外の食事状況：1 日の配分量の適正な決定のため 

嗜好：嗜好に配慮した食事内容決定のため 

栄養や食事に関する知識・態度：適切な栄養情報の提供

のため 

  ＊これらの項目は、給食部門だけで把握することは困難です。関係部署と連携し栄養

管理に必要な情報を収集します。また、給食管理を委託している場合においても、

設置者は必要な情報を受託業者に提供するよう努めます。 

  ＜アセスメント結果の活用方法＞ 

 男性 女性 

肥満（BMI25 以上）の利用者の割合 25％ 50％ 

脂質異常症の利用者の割合 10％ 8％ 

高血圧症の利用者の割合 5％ 5％ 

   ・この事業所では、女性の肥満者が多い傾向にあることが分かります。これを考慮

し、給与栄養目標量の設定やメニュー構成に反映します。 

   ・栄養成分表示や栄養情報提供を、肥満者をターゲットとしたものを行うことで、

適切な食事選択へつなげます。 

 

上記のとおり、疾病状況等把握の目的は、利用者全体としての傾向を見て給食管

理に活かすためです。個人が特定できない形で良いので、給食部門でも把握に努

め栄養管理に活かすようにします。 

 

（（２２））給給与与栄栄養養目目標標量量のの設設定定 

   目標量の設定は、「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」を活用して行います。 

①①人人員員構構成成表表のの作作成成  

上記（１）のアセスメントから得られた情報から、性・年齢・身体活動レベル別の

人員構成表を作成します。 

ポポイインントト 
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 【人員構成表】 

 ＜身体活動レベルの区分＞ 

※身体活動レベルとは…日常生活の平均的な活動の強度を表したもの。 

  ・低い(Ⅰ) …生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合 

  ・ふつう(Ⅱ) …座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、通

勤・買い物での歩行、家事、軽いスポーツ、のいずれかを含む場合 

  ・高い(Ⅲ） …移動や立位の多い仕事への従事者、あるいは、スポーツ等余暇にお

ける活発な運動習慣を持っている場合 

②②年年代代別別等等のの推推定定エエネネルルギギーー必必要要量量をを算算出出  

性、年齢、身体活動量別に、１人当たりの推定エネルギー必要量を食事摂取基準で

調べます。体重は、参照体重を用いています。 

この施設の場合、推定エネルギー必要量は 1650～2700kcal の幅で分布しています。 

 身体活動レベル 低い（Ⅰ） ふつう（Ⅱ） 

性別 男性 女性 男性 女性 

18～29 歳 2300 1700 2650 2000 

30～49 歳 2300 1750 2700 2050 

50～64 歳 2200 1650 2600 1950 

③③エエネネルルギギーーのの給給与与目目標標量量をを設設定定  

ア）②の結果から、この施設では推定エネルギー必要量の幅が広く、単一献立では

対応が困難となることから、下表のように分布を確認します。 

身体活動レベル   低い（Ⅰ） ふつう（Ⅱ） 

性別 男性 女性 男性 女性 

18～29 歳 73 20 75 20 

30～49 歳 405 94 237 59 

50～64 歳 147 3 65 2 

小計 625 117 377 81 

合計 1200 人 

1 日当たりの 

エネルギー 

昼食 

（1日約 35%） 
丸め値 対象人数 

丸め値ごとの

対象人数 

kcal/日 kcal/回 kcal/回 人 人 

1650 578 

600 

3 

117 1700 595 20 

1750 613 94 

1950 683 
700 

2 
81 

2000 700 20 
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＜＜栄栄養養管管理理にに関関すするる参参考考資資料料＞＞  

１１  集集団団ににおおけけるる栄栄養養管管理理ののすすすすめめ方方  

事業所（従業員数 1,200 人、年齢 18～64 歳）を例として、給与栄養目標量を設定する

までのながれを説明します。 

（（１１））利利用用者者のの把把握握（（栄栄養養アアセセススメメンントト）） 

利用者に適切な食事を提供し、利用者の健康を維持するために、まずは利用者の情

報を把握します。 

基本項目 把握に努める項目 

性別 

年齢 

身体活動レベル 

ＢＭＩ（身長・体重） 

健康状態・疾病状況（健康診断結果など） 

給食以外の食事状況：1 日の配分量の適正な決定のため 

嗜好：嗜好に配慮した食事内容決定のため 

栄養や食事に関する知識・態度：適切な栄養情報の提供

のため 

  ＊これらの項目は、給食部門だけで把握することは困難です。関係部署と連携し栄養

管理に必要な情報を収集します。また、給食管理を委託している場合においても、

設置者は必要な情報を受託業者に提供するよう努めます。 

  ＜アセスメント結果の活用方法＞ 

 男性 女性 

肥満（BMI25 以上）の利用者の割合 25％ 50％ 

脂質異常症の利用者の割合 10％ 8％ 

高血圧症の利用者の割合 5％ 5％ 

   ・この事業所では、女性の肥満者が多い傾向にあることが分かります。これを考慮

し、給与栄養目標量の設定やメニュー構成に反映します。 

   ・栄養成分表示や栄養情報提供を、肥満者をターゲットとしたものを行うことで、

適切な食事選択へつなげます。 

 

上記のとおり、疾病状況等把握の目的は、利用者全体としての傾向を見て給食管

理に活かすためです。個人が特定できない形で良いので、給食部門でも把握に努

め栄養管理に活かすようにします。 

 

（（２２））給給与与栄栄養養目目標標量量のの設設定定 

   目標量の設定は、「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」を活用して行います。 

①①人人員員構構成成表表のの作作成成  

上記（１）のアセスメントから得られた情報から、性・年齢・身体活動レベル別の

人員構成表を作成します。 

ポポイインントト 
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 【人員構成表】 

 ＜身体活動レベルの区分＞ 

※身体活動レベルとは…日常生活の平均的な活動の強度を表したもの。 

  ・低い(Ⅰ) …生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合 

  ・ふつう(Ⅱ) …座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、通

勤・買い物での歩行、家事、軽いスポーツ、のいずれかを含む場合 

  ・高い(Ⅲ） …移動や立位の多い仕事への従事者、あるいは、スポーツ等余暇にお

ける活発な運動習慣を持っている場合 

②②年年代代別別等等のの推推定定エエネネルルギギーー必必要要量量をを算算出出  

性、年齢、身体活動量別に、１人当たりの推定エネルギー必要量を食事摂取基準で

調べます。体重は、参照体重を用いています。 

この施設の場合、推定エネルギー必要量は 1650～2700kcal の幅で分布しています。 

 身体活動レベル 低い（Ⅰ） ふつう（Ⅱ） 

性別 男性 女性 男性 女性 

18～29 歳 2300 1700 2650 2000 

30～49 歳 2300 1750 2700 2050 

50～64 歳 2200 1650 2600 1950 

③③エエネネルルギギーーのの給給与与目目標標量量をを設設定定  

ア）②の結果から、この施設では推定エネルギー必要量の幅が広く、単一献立では

対応が困難となることから、下表のように分布を確認します。 

身体活動レベル   低い（Ⅰ） ふつう（Ⅱ） 

性別 男性 女性 男性 女性 

18～29 歳 73 20 75 20 

30～49 歳 405 94 237 59 

50～64 歳 147 3 65 2 

小計 625 117 377 81 

合計 1200 人 

1 日当たりの 

エネルギー 

昼食 

（1日約 35%） 
丸め値 対象人数 

丸め値ごとの

対象人数 

kcal/日 kcal/回 kcal/回 人 人 

1650 578 

600 

3 

117 1700 595 20 

1750 613 94 

1950 683 
700 
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イ）ア）の結果からエネルギーは 600、700、800、900kcalの４種類に分布し、頻繁値

は 800kcalであることがわかります。 

    エネルギーの給与目標量は、提供方式に応じて下表のように設定します。 

提供方式 設定方法 

単一定食 最頻値である 800kcal の 1 種で設定 

＊主食の量でエネルギー量を調整します。 

複数定食の場合 2 種類設定する場合、 

パターンＡ：800kcal（最頻値）と 600kcal（低い水準） 

パターンＢ：丸め値の間をとり、650kcal と 850kcal 

などが考えられます。 

カフェテリア 600～900kal の範囲で組合せが可能な料理の設定を行います。 

＊モデル的な組合せを提示するよう努めます。 

④④各各栄栄養養素素のの給給与与栄栄養養目目標標量量のの設設定定 

日本人の食事摂取基準を参考に、対象者の特性を踏まえて不足する人の割合がよ

り少なくなるように設定します。 

＊推定平均必要量を下回らないこと 

＊推奨量・目安量付近であること 

＊耐用上限用を上回らないこと 

ア）エネルギー産生栄養素バランス（たんぱく質・脂質・炭水化物）の設定 

定めたエネルギーの給与目標量に占める割合（％）として食事摂取基準を参照し 

て設定します。 

     

 

   

 

 

2050 718 59 

2200 770 
800 

147 
625 

2300 805 478 

2600 910 

900 

65 

377 2650 928 75 

2700 945 237 

合計 1200 1200 

年齢区分 たんぱく質 
脂質 

炭水化物 
脂質 飽和脂肪酸 

18～29 歳 13～20％ 20～30％ 7％以下 50～65％ 

30～49 歳 13～20％ 20～30％ 7％以下 50～65％ 

50～64 歳 14～20％ 20～30％ 7％以下 50～65％ 
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イ）その他の栄養素の目標量の設定 

    ビタミン、ミネラル等について、食事摂取基準に基づいて設定します。 

＜給与栄養目標量の設定例（１食当たり）＞ 

栄養素等 定食 1 定食 2 

エネルギー kcal 800 600 

たんぱく質エネルギー比 ％ 17（13～20） 17（13～20） 

たんぱく質 g 33（26～40） 25（20～30） 

脂質エネルギー比 ％ 25（20～30） 25（20～30） 

脂質 g 22（18～27） 17（13～20） 

炭水化物エネルギー比 ％ 58（50～65） 58（50～65） 

炭水化物 g 115（100～130） 86（75～98） 

ビタミンＡ μgRAE 228 を下回らず 315 付近 

（耐用上限量 945） 

175 を下回らず 245 付近 

（耐用上限量 945） 

ビタミンＢ1 mg 0.42 を下回らず 0.49 付近 0.32 を下回らず 0.39 付近 

ビタミンＢ2 mg 0.46 を下回らず 0.56 付近 0.35 を下回らず 0.42 付近 

ビタミンＣ mg 30 を下回らず 35 付近 30 を下回らず 35 付近 

鉄 mg 2.3 を下回らず 2.6 付近 

（耐用上限量 17.5） 

3.2 を下回らず 3.9 付近 

（耐用上限量 14） 

カルシウム mg 210 を下回らず 263 付近 

（耐用上限量 875） 

193 を下回らず 228 付近 

（耐用上限量 875） 

食物繊維 g 7 以上 6 以上 

食塩相当量 g 2.7 未満 2.3 未満 

献立の特徴  身体活動レベルⅠ 

男性向け 

身体活動レベルⅠ 

女性向け 

   ＊上記はすべての栄養素に対し、目標量を 35％として設定した例です。例えば、 

アセスメント時に給食以外の食事を把握したところ、食物繊維が少ないなど施設

として特性が見られた場合には、特定の栄養素の目標量を少し高めに設定するな

ど、柔軟に対応します。 

＊給与栄養目標量は定期的な見直しが必要です。例えば、社員の入替がある年度初

めなどは、このながれに沿って目標量が適切に設定されているかを確認します。 

＊給与栄養目標量を設定したら、食事計画→実施→評価・改善（P13～15）の順に

栄養管理をすすめます。 
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イ）ア）の結果からエネルギーは 600、700、800、900kcalの４種類に分布し、頻繁値

は 800kcalであることがわかります。 

    エネルギーの給与目標量は、提供方式に応じて下表のように設定します。 

提供方式 設定方法 

単一定食 最頻値である 800kcal の 1 種で設定 

＊主食の量でエネルギー量を調整します。 

複数定食の場合 2 種類設定する場合、 

パターンＡ：800kcal（最頻値）と 600kcal（低い水準） 

パターンＢ：丸め値の間をとり、650kcal と 850kcal 

などが考えられます。 

カフェテリア 600～900kal の範囲で組合せが可能な料理の設定を行います。 

＊モデル的な組合せを提示するよう努めます。 

④④各各栄栄養養素素のの給給与与栄栄養養目目標標量量のの設設定定 

日本人の食事摂取基準を参考に、対象者の特性を踏まえて不足する人の割合がよ

り少なくなるように設定します。 

＊推定平均必要量を下回らないこと 

＊推奨量・目安量付近であること 

＊耐用上限用を上回らないこと 

ア）エネルギー産生栄養素バランス（たんぱく質・脂質・炭水化物）の設定 

定めたエネルギーの給与目標量に占める割合（％）として食事摂取基準を参照し 

て設定します。 
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イ）その他の栄養素の目標量の設定 

    ビタミン、ミネラル等について、食事摂取基準に基づいて設定します。 

＜給与栄養目標量の設定例（１食当たり）＞ 

栄養素等 定食 1 定食 2 

エネルギー kcal 800 600 

たんぱく質エネルギー比 ％ 17（13～20） 17（13～20） 

たんぱく質 g 33（26～40） 25（20～30） 

脂質エネルギー比 ％ 25（20～30） 25（20～30） 

脂質 g 22（18～27） 17（13～20） 

炭水化物エネルギー比 ％ 58（50～65） 58（50～65） 

炭水化物 g 115（100～130） 86（75～98） 

ビタミンＡ μgRAE 228 を下回らず 315 付近 

（耐用上限量 945） 

175 を下回らず 245 付近 

（耐用上限量 945） 

ビタミンＢ1 mg 0.42 を下回らず 0.49 付近 0.32 を下回らず 0.39 付近 

ビタミンＢ2 mg 0.46 を下回らず 0.56 付近 0.35 を下回らず 0.42 付近 

ビタミンＣ mg 30 を下回らず 35 付近 30 を下回らず 35 付近 

鉄 mg 2.3 を下回らず 2.6 付近 

（耐用上限量 17.5） 

3.2 を下回らず 3.9 付近 

（耐用上限量 14） 

カルシウム mg 210 を下回らず 263 付近 

（耐用上限量 875） 

193 を下回らず 228 付近 

（耐用上限量 875） 

食物繊維 g 7 以上 6 以上 

食塩相当量 g 2.7 未満 2.3 未満 

献立の特徴  身体活動レベルⅠ 

男性向け 

身体活動レベルⅠ 

女性向け 

   ＊上記はすべての栄養素に対し、目標量を 35％として設定した例です。例えば、 

アセスメント時に給食以外の食事を把握したところ、食物繊維が少ないなど施設

として特性が見られた場合には、特定の栄養素の目標量を少し高めに設定するな

ど、柔軟に対応します。 

＊給与栄養目標量は定期的な見直しが必要です。例えば、社員の入替がある年度初

めなどは、このながれに沿って目標量が適切に設定されているかを確認します。 

＊給与栄養目標量を設定したら、食事計画→実施→評価・改善（P13～15）の順に

栄養管理をすすめます。 
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２２  「「栄栄養養ババラランンススのの良良いい食食事事」」のの提提供供ににつついいてて  

 集団を対象とした給食施設では、前述のとおり、食事摂取基準等を活用した栄養管理が望

まれます。これは栄養の知識を持った管理栄養士・栄養士のかかわりが望まれますが、施設

によっては不在の場合もあります。その際は、下記について意識しながら「栄養バランスの

よい食事」を継続的に提供できるよう心がけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３  ににいいががたた流流ちちょょいいししおお生生活活  

 新潟市民は脳梗塞や胃がんで亡くなる人の割合が多く、これらを予防するには食塩を減

らして、野菜を食べるなど栄養バランスを整えた食事をとることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

「栄養バランスの良い

食事」とは？ 
主食・主菜・副菜のそろった食事です 

 
主主菜菜  

●肉  ●卵 

●魚  ●大豆・大豆製品 

体体をを作作るる““ももとと””にに  

ななりりまますす  
 

副副菜菜  
体体のの調調子子をを整整ええるる  

働働ききををししまますす  

●野菜   ●海そう 

●きのこ  ●いも類 

 
●ごはん ●パン  

●めん類 

体体ののエエネネルルギギーー源源  

ににななりりまますす  
主主食食  

※それに加えて１日１回は【牛乳・乳製品】【果物】

をとるように情報提供しましょう。 

 

みそ汁・スープは 

具だくさんにすることで

副菜になります 

【【ににいいががたた流流ちちょょいいししおお生生活活】】ととはは・・・・・・  

市内産の野菜や果物をいかして「ちょっとの塩でおいしく健康に」

を目指す減塩の食生活スタイルです。 
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簡簡単単・・手手軽軽なな  

「「丼丼もものの」」ののみみ  

食食塩塩ののととりり過過ぎぎ、、野野菜菜不不足足にに

つつななががりりまますす。。  

主主食食のの重重ねね食食べべ  
ララーーメメンン＋＋おおににぎぎりり  ななどど  

エエネネルルギギーー・・食食塩塩ののととりり  

過過ぎぎににつつななががりりまますす。。  

●給食は、特定の人が継続的に利

用するため、利用者にとっては

食習慣の一部になります。 

●減塩や野菜摂取量の増加は、毎

日続けることで効果があらわれ

ます。継続的に続けていけるよ

う、毎日少しずつ取り入れてい

きましょう。 
  食食塩塩ののととりり過過ぎぎににつつななががりりまま

すす。。少少量量をを楽楽ししみみままししょょうう。。  

漬漬物物のの食食べべ過過ぎぎ

  

漬漬物物≠≠野野菜菜  

作作るる人人もも食食べべるる人人ももみみんんななでで「「ちちょょいいししおお生生活活」」をを！！

ここんんななメメニニュューーににななっってていいまませせんんかか？？  

●主食・主菜・副菜の整った 

メニューを提供しましょう 
 

●不足しがちな副菜を単品でも

注文できるようにしましょう 
 

●汁物の具材を増やし、 

 減塩と野菜量を増加 

 しましょう

＜＜ 作作 るる 人人 ＞＞  

●主食・主菜・副菜がそろう 

ように選択しましょう 
 

●麺類を注文した時は汁を残す、

たまの楽しみにするなど、 

食べ方を工夫しましょう 

 

＜＜ 食食 べべ るる 人人 ＞＞  
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２２  「「栄栄養養ババラランンススのの良良いい食食事事」」のの提提供供ににつついいてて  

 集団を対象とした給食施設では、前述のとおり、食事摂取基準等を活用した栄養管理が望

まれます。これは栄養の知識を持った管理栄養士・栄養士のかかわりが望まれますが、施設

によっては不在の場合もあります。その際は、下記について意識しながら「栄養バランスの

よい食事」を継続的に提供できるよう心がけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３  ににいいががたた流流ちちょょいいししおお生生活活  

 新潟市民は脳梗塞や胃がんで亡くなる人の割合が多く、これらを予防するには食塩を減

らして、野菜を食べるなど栄養バランスを整えた食事をとることが重要です。 
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食事」とは？ 
主食・主菜・副菜のそろった食事です 
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●肉  ●卵 

●魚  ●大豆・大豆製品 

体体をを作作るる““ももとと””にに  

ななりりまますす  
 

副副菜菜  
体体のの調調子子をを整整ええるる  

働働ききををししまますす  

●野菜   ●海そう 

●きのこ  ●いも類 

 
●ごはん ●パン  

●めん類 

体体ののエエネネルルギギーー源源  

ににななりりまますす  
主主食食  

※それに加えて１日１回は【牛乳・乳製品】【果物】

をとるように情報提供しましょう。 

 

みそ汁・スープは 

具だくさんにすることで

副菜になります 

【【ににいいががたた流流ちちょょいいししおお生生活活】】ととはは・・・・・・  

市内産の野菜や果物をいかして「ちょっとの塩でおいしく健康に」

を目指す減塩の食生活スタイルです。 
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簡簡単単・・手手軽軽なな  

「「丼丼もものの」」ののみみ  

食食塩塩ののととりり過過ぎぎ、、野野菜菜不不足足にに

つつななががりりまますす。。  

主主食食のの重重ねね食食べべ  
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エエネネルルギギーー・・食食塩塩ののととりり  

過過ぎぎににつつななががりりまますす。。  

●給食は、特定の人が継続的に利

用するため、利用者にとっては

食習慣の一部になります。 

●減塩や野菜摂取量の増加は、毎

日続けることで効果があらわれ

ます。継続的に続けていけるよ

う、毎日少しずつ取り入れてい

きましょう。 
  食食塩塩ののととりり過過ぎぎににつつななががりりまま

すす。。少少量量をを楽楽ししみみままししょょうう。。  

漬漬物物のの食食べべ過過ぎぎ

  

漬漬物物≠≠野野菜菜  

作作るる人人もも食食べべるる人人ももみみんんななでで「「ちちょょいいししおお生生活活」」をを！！

ここんんななメメニニュューーににななっってていいまませせんんかか？？  

●主食・主菜・副菜の整った 

メニューを提供しましょう 
 

●不足しがちな副菜を単品でも

注文できるようにしましょう 
 

●汁物の具材を増やし、 

 減塩と野菜量を増加 

 しましょう

＜＜ 作作 るる 人人 ＞＞  

●主食・主菜・副菜がそろう 

ように選択しましょう 
 

●麺類を注文した時は汁を残す、

たまの楽しみにするなど、 

食べ方を工夫しましょう 

 

＜＜ 食食 べべ るる 人人 ＞＞  
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－  32  －

＜＜衛衛生生管管理理にに関関すするる参参考考資資料料＞＞  

１１  食食中中毒毒予予防防  

食中毒とは、病原微生物や有毒物質が含まれる食品を食べることによって起こる健康被

害（下痢、おう吐、腹痛等）です。実際に発生している食中毒の多くは病原微生物によるも

のです。そのうちノロウイルス、カンピロバクター、ウエルシュ菌は患者全体の８割以上を

占めています。 

 

 

◆ 細細菌菌性性食食中中毒毒をを防防ぐぐ３３原原則則  ◆◆  

「「つつけけなないい」」「「増増ややささなないい」」「「ややっっつつけけるる」」  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

〇ノロウイルス食◆

種類 ノロウイルス カンピロバクター ウエルシュ菌 

主な症状 吐き気、おう吐、腹痛、

下痢、発熱 

発熱、吐き気、腹痛 腹部の膨満、腹痛、下

痢 

原因となりや

すい食品 

ノロウイルスに汚染

された食品や井戸水 

鶏肉料理、バーベキュ

ー、井戸水、湧き水、二

次汚染された食品 

肉類、魚介類、野菜類

を使用した煮物や大

量調理食品 

主な発生原因 従事者が食品を汚染 肉の加熱殺菌不足 生温かい温度で菌が

増殖 

主な予防策 つけない やっつける 増やさない 

 

３３原原則則のの土土台台  
品品質質のの良良いい原原材材料料をを選選ぶぶ  

・・中心部まで 75℃１分間 
以上※2の加熱が必要 

・・加熱しない野菜・果物
は、必要に応じて次亜塩
素酸ナトリウムで殺菌 

 

 

・・冷蔵庫は 10℃※1以下、 

冷凍庫は-15℃以下に 
・・調理後 2時間以内に食べる 

 

・・手洗いの徹底 
・・使い捨て手袋やマスクの

正しい着用 
・・容器・器具の使い分けと

洗浄・消毒 

  要要注注意意！！  

加加熱熱後後  

殺殺菌菌後後  
のの食食品品をを再再汚汚染染ししなないい  

要要注注意意！！  
1100～～6600℃℃でで  

細細菌菌はは活活発発にに

増増殖殖  

※1 肉、魚の保管は 4℃ 
以下が望ましい 

※2 ノロウイルスの
場合、85～90℃で 90
秒間以上の加熱が必
要 
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◆◆  ノノロロウウイイルルスス食食中中毒毒をを防防ぐぐ４４原原則則  ◆◆  

「「持持ちち込込ままなないい」」「「拡拡げげなないい」」「「つつけけなないい」」「「ややっっつつけけるる」」  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

◆ HHAACCCCPPのの考考ええ方方をを取取りり入入れれたた衛衛生生管管理理  ◆◆  

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理とは衛生管理を「見える化」することです。 

  

実実施施すするるこことと   ➊ 衛生管理計画の作成（＝計画を「見える化」） 

➋ 計画に基づく実施  

➌ 確認・記録（＝結果を「見える化」）    

➍ 見直し 

  

上記「実施すること」の内容については、以下のとおりです。 

 

➊➊  衛衛生生管管理理計計画画のの作作成成  

 衛生管理計画は、次の２つから構成されます。 

 

（（１１））一一般般衛衛生生管管理理ののポポイインントト（（どどのの食食品品ににつついいててもも行行ううべべきき共共通通事事項項））  

食中毒菌汚染や異物混入など、食品に悪影響を及ぼす原因を把握し、その原因を除

去したり低減させるため、どのような方法で管理するか（＝いつ、どのように、問題

があった場合の対応）をあらかじめ考えます。 

 

①①持持ちち込込ままなないい  

★下痢やおう吐、発熱などの症状が 

ないか毎日健康観察 

★同居家族の発症時は要注意 

 

②②拡拡げげなないい  

施設の清掃・消毒 

おう吐物の 

適切な処理 

③③つつけけなないい  ④④ややっっつつけけるる  

食品は中心部まで

85～90℃、 

90秒間以上加熱 

★手洗いの徹底 

★器具の使い分けと 

洗浄・消毒 
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＜＜衛衛生生管管理理にに関関すするる参参考考資資料料＞＞  

１１  食食中中毒毒予予防防  

食中毒とは、病原微生物や有毒物質が含まれる食品を食べることによって起こる健康被

害（下痢、おう吐、腹痛等）です。実際に発生している食中毒の多くは病原微生物によるも

のです。そのうちノロウイルス、カンピロバクター、ウエルシュ菌は患者全体の８割以上を

占めています。 

 

 

◆ 細細菌菌性性食食中中毒毒をを防防ぐぐ３３原原則則  ◆◆  

「「つつけけなないい」」「「増増ややささなないい」」「「ややっっつつけけるる」」  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

〇ノロウイルス食◆

種類 ノロウイルス カンピロバクター ウエルシュ菌 

主な症状 吐き気、おう吐、腹痛、

下痢、発熱 

発熱、吐き気、腹痛 腹部の膨満、腹痛、下

痢 

原因となりや

すい食品 

ノロウイルスに汚染

された食品や井戸水 

鶏肉料理、バーベキュ

ー、井戸水、湧き水、二

次汚染された食品 

肉類、魚介類、野菜類

を使用した煮物や大

量調理食品 

主な発生原因 従事者が食品を汚染 肉の加熱殺菌不足 生温かい温度で菌が

増殖 

主な予防策 つけない やっつける 増やさない 

 

３３原原則則のの土土台台  
品品質質のの良良いい原原材材料料をを選選ぶぶ  

・・中心部まで 75℃１分間 
以上※2の加熱が必要 

・・加熱しない野菜・果物
は、必要に応じて次亜塩
素酸ナトリウムで殺菌 

 

 

・・冷蔵庫は 10℃※1以下、 

冷凍庫は-15℃以下に 
・・調理後 2時間以内に食べる 

 

・・手洗いの徹底 
・・使い捨て手袋やマスクの

正しい着用 
・・容器・器具の使い分けと

洗浄・消毒 

  要要注注意意！！  

加加熱熱後後  

殺殺菌菌後後  
のの食食品品をを再再汚汚染染ししなないい  

要要注注意意！！  
1100～～6600℃℃でで  

細細菌菌はは活活発発にに

増増殖殖  

※1 肉、魚の保管は 4℃ 
以下が望ましい 

※2 ノロウイルスの
場合、85～90℃で 90
秒間以上の加熱が必
要 
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◆◆  ノノロロウウイイルルスス食食中中毒毒をを防防ぐぐ４４原原則則  ◆◆  

「「持持ちち込込ままなないい」」「「拡拡げげなないい」」「「つつけけなないい」」「「ややっっつつけけるる」」  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

◆ HHAACCCCPPのの考考ええ方方をを取取りり入入れれたた衛衛生生管管理理  ◆◆  

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理とは衛生管理を「見える化」することです。 

  

実実施施すするるこことと   ➊ 衛生管理計画の作成（＝計画を「見える化」） 

➋ 計画に基づく実施  

➌ 確認・記録（＝結果を「見える化」）    

➍ 見直し 

  

上記「実施すること」の内容については、以下のとおりです。 

 

➊➊  衛衛生生管管理理計計画画のの作作成成  

 衛生管理計画は、次の２つから構成されます。 

 

（（１１））一一般般衛衛生生管管理理ののポポイインントト（（どどのの食食品品ににつついいててもも行行ううべべきき共共通通事事項項））  

食中毒菌汚染や異物混入など、食品に悪影響を及ぼす原因を把握し、その原因を除

去したり低減させるため、どのような方法で管理するか（＝いつ、どのように、問題

があった場合の対応）をあらかじめ考えます。 

 

①①持持ちち込込ままなないい  

★下痢やおう吐、発熱などの症状が 

ないか毎日健康観察 

★同居家族の発症時は要注意 

 

②②拡拡げげなないい  

施設の清掃・消毒 

おう吐物の 

適切な処理 

③③つつけけなないい  ④④ややっっつつけけるる  

食品は中心部まで

85～90℃、 

90秒間以上加熱 

★手洗いの徹底 

★器具の使い分けと 

洗浄・消毒 
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－  34  －

【衛生管理計画の作成例（一般衛生管理）】（参考：大量調理施設衛生管理マニュアル） 

管理項目 実施方法  

〇いつ 

・どのように 

→問題があったときはどうするか 

１ 原材料の受入 

確認 

〇受入時 

・品質、鮮度、品温、異物の混入等につき、点検を行う 

→返品する、廃棄する 

２ 冷蔵・冷凍庫内 

温度の確認 

 

〇始業前、終業後 

・冷蔵・冷凍庫内の温度を確認する 

・検食用の冷凍庫は‐20℃以下を保つ 

→設定温度や原因を確認し、改善する 

修理を依頼する 

食材の状態を確認する 

３ 交差汚染や 

二次汚染の防止 

〇作業中 

・原材料は専用の保管場所に保管設備を設け、食材の分類ご

とに区別して保管する 

・食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面から

の跳ね水等による汚染を防止するため、床面から 60㎝以上

の場所で行う 

・包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別にそれ

ぞれ専用のものを用意し、混同しないようにして使用する 

→汚染された原材料は、廃棄するか、加熱用として使用する器

具、容器などの洗浄・消毒を実施する 

４ 器具などの 

洗浄・消毒 

〇使用の都度、使用後 

・器具、容器等は全面を流水及び洗剤で洗浄した後よくすす

ぎ、さらに 80℃、５分間以上又はこれと同等の効果を有す

る方法で殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなど

して衛生的に保管する 

→汚れや洗剤が残っていた場合は再度洗浄、すすぎ、消毒を行

う 

５ トイレの洗浄・ 

消毒 

〇業務終了後等 

・トイレについては、定期的に清掃及び消毒剤による消毒を

行って衛生的に保つ 

→汚れが残っていた場合は、洗浄し、消毒する 

-34-

６ 従事者の健康管 

理・清潔な作業着 

の着用 など 

〇作業前、定期的 

・調理従事者の体調や手指の傷などを確認する 

・調理従事者等は定期的な健康診断及び月に１回以上の検便

を受ける 

・調理従事者が着用する帽子や外衣は専用とし、毎日清潔な

ものに交換する 

→下痢、おう吐、発熱などの症状があった時は調理作業に従事

しない 

手指等に化膿創があった時は調理作業に従事しない 

〇調理作業中のトイレ 

・外衣、帽子、履き物を交換する 

７ 衛生的な手洗い

の実施 

〇作業前、作業変更時、生肉・生魚などを扱った後、盛付前、

トイレ後 

・流水・石けんによる手洗いによりしっかりと２回手指の洗

浄及び消毒を行う 

→手洗い方法やタイミングが不適切な場合は、十分な手洗い

を行う 

追加項目 水の管理 

     害虫対策 

・使用水は色、濁り、におい、異物等を確認する 

・施設におけるねずみ、昆虫等の発生状況を１月に１回以上

巡回点検する 

 

（（２２））重重要要管管理理ののポポイインントト（（食食品品のの調調理理方方法法ににああわわせせてて行行ううべべきき事事項項））  

・メニューを３つのグループに分類し、それぞれの管理方法を決めます。  

・食品を危険温度帯（10～60℃）においたままにすると、食品中の細菌がぐんぐん

増えてしまうため、調理食品が危険温度帯に長い時間留まらないように注意する

必要があります。 

 

【衛生管理計画の作成例（重要管理）】（参考：大量調理施設衛生管理マニュアル） 

分類 メニュー 例 管理方法 例 

１ 非加熱 非加熱の野菜及び果物 流水で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩

素酸ナトリウム等で殺菌した後、流水で

十分すすぎ洗いを行う 
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－  34  － －  35  －

【衛生管理計画の作成例（一般衛生管理）】（参考：大量調理施設衛生管理マニュアル） 

管理項目 実施方法  

〇いつ 

・どのように 

→問題があったときはどうするか 

１ 原材料の受入 

確認 

〇受入時 

・品質、鮮度、品温、異物の混入等につき、点検を行う 

→返品する、廃棄する 

２ 冷蔵・冷凍庫内 

温度の確認 

 

〇始業前、終業後 

・冷蔵・冷凍庫内の温度を確認する 

・検食用の冷凍庫は‐20℃以下を保つ 

→設定温度や原因を確認し、改善する 

修理を依頼する 

食材の状態を確認する 

３ 交差汚染や 

二次汚染の防止 

〇作業中 

・原材料は専用の保管場所に保管設備を設け、食材の分類ご

とに区別して保管する 

・食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面から

の跳ね水等による汚染を防止するため、床面から 60㎝以上

の場所で行う 

・包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別にそれ

ぞれ専用のものを用意し、混同しないようにして使用する 

→汚染された原材料は、廃棄するか、加熱用として使用する器

具、容器などの洗浄・消毒を実施する 

４ 器具などの 

洗浄・消毒 

〇使用の都度、使用後 

・器具、容器等は全面を流水及び洗剤で洗浄した後よくすす

ぎ、さらに 80℃、５分間以上又はこれと同等の効果を有す

る方法で殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなど

して衛生的に保管する 

→汚れや洗剤が残っていた場合は再度洗浄、すすぎ、消毒を行

う 

５ トイレの洗浄・ 

消毒 

〇業務終了後等 

・トイレについては、定期的に清掃及び消毒剤による消毒を

行って衛生的に保つ 

→汚れが残っていた場合は、洗浄し、消毒する 
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６ 従事者の健康管 

理・清潔な作業着 

の着用 など 

〇作業前、定期的 

・調理従事者の体調や手指の傷などを確認する 

・調理従事者等は定期的な健康診断及び月に１回以上の検便

を受ける 

・調理従事者が着用する帽子や外衣は専用とし、毎日清潔な

ものに交換する 

→下痢、おう吐、発熱などの症状があった時は調理作業に従事

しない 

手指等に化膿創があった時は調理作業に従事しない 

〇調理作業中のトイレ 

・外衣、帽子、履き物を交換する 

７ 衛生的な手洗い

の実施 

〇作業前、作業変更時、生肉・生魚などを扱った後、盛付前、

トイレ後 

・流水・石けんによる手洗いによりしっかりと２回手指の洗

浄及び消毒を行う 

→手洗い方法やタイミングが不適切な場合は、十分な手洗い

を行う 

追加項目 水の管理 

     害虫対策 

・使用水は色、濁り、におい、異物等を確認する 

・施設におけるねずみ、昆虫等の発生状況を１月に１回以上

巡回点検する 

 

（（２２））重重要要管管理理ののポポイインントト（（食食品品のの調調理理方方法法ににああわわせせてて行行ううべべきき事事項項））  

・メニューを３つのグループに分類し、それぞれの管理方法を決めます。  

・食品を危険温度帯（10～60℃）においたままにすると、食品中の細菌がぐんぐん

増えてしまうため、調理食品が危険温度帯に長い時間留まらないように注意する

必要があります。 

 

【衛生管理計画の作成例（重要管理）】（参考：大量調理施設衛生管理マニュアル） 

分類 メニュー 例 管理方法 例 

１ 非加熱 非加熱の野菜及び果物 流水で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩

素酸ナトリウム等で殺菌した後、流水で

十分すすぎ洗いを行う 
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－  36  －

２ 加熱する 

もの 

揚げ物、焼き物及び蒸

し物、煮物及び炒め物 

中心部温度計等を用いて、中心部 75℃で

１分間以上（ノロウイルス汚染のおそれ

のある食品の場合は 85～90℃で 90 秒間

以上）又はこれと同等以上まで加熱され

ていることを確認する 

３ 加熱後冷 

却し再加 

熱するも 

の、加熱後 

冷却する 

もの 

和え物 加熱調理後、食品を冷却する場合には、

冷却機を用いたり、清潔な場所で衛生的

な容器に小分けするなどして、30分以内

に中心温度を 20℃付近（又は 60 分以内

に中心温度を 10℃付近）まで下げるよう

工夫する 

 

➋➋  計計画画にに基基づづくく実実施施  

➊で作成した「衛生管理計画」に従って、日々の衛生管理を確実に行います。 

 

➌➌  確確認認・・記記録録  

実施した結果を記録します。問題があった場合には、その内容や対処を記録用紙に書

き留めます。一連の記録は１年間程度保管しましょう。 

 

➍➍  見見直直しし  

日頃の調理をふり返り、同じような問題があった場合は計画の見直しを行いましょう。 
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各種様式集 
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２ 加熱する 

もの 

揚げ物、焼き物及び蒸

し物、煮物及び炒め物 

中心部温度計等を用いて、中心部 75℃で

１分間以上（ノロウイルス汚染のおそれ

のある食品の場合は 85～90℃で 90 秒間

以上）又はこれと同等以上まで加熱され

ていることを確認する 

３ 加熱後冷 

却し再加 

熱するも 

の、加熱後 

冷却する 

もの 

和え物 加熱調理後、食品を冷却する場合には、

冷却機を用いたり、清潔な場所で衛生的

な容器に小分けするなどして、30分以内

に中心温度を 20℃付近（又は 60 分以内

に中心温度を 10℃付近）まで下げるよう

工夫する 

 

➋➋  計計画画にに基基づづくく実実施施  

➊で作成した「衛生管理計画」に従って、日々の衛生管理を確実に行います。 

 

➌➌  確確認認・・記記録録  

実施した結果を記録します。問題があった場合には、その内容や対処を記録用紙に書

き留めます。一連の記録は１年間程度保管しましょう。 

 

➍➍  見見直直しし  

日頃の調理をふり返り、同じような問題があった場合は計画の見直しを行いましょう。 
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各種様式集 
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－  38  －

別記様式第1号(第3条関係) 

 

給 食 施 設 設 置 届 

 

  令和○○年△△月□□日 

 

 (宛先)新潟市長 

                     施設名 ○○新潟○○寮 

                           所在地  新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 

(電話□□□－△△△－○○○○) 

設置者氏名            

住 所              

 

(法人の場合)設置者名称 株式会社ニイガタ日本 

   所在地 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 

代表者氏名 代表取締役 新潟太郎 

 

 下記のとおり施設を設置したので届け出ます。 

 

記 

 

施 設 の 種 類 

1学校  2病院・診療所  3介護老人保健施設  4老人福祉施設 

5児童福祉施設  6社会福祉施設  7矯正施設  8事業所 

9寄宿舎  10その他(    ) 

 

1特定給食施設 2特定給食施設以外の施設 

給 食 開 始

(予定)年月日 
令和３年 ４月 １日 

給 食 数 
朝食 

８５食 

昼食 

０食 

夕食 

８５食 

その他(  ) 

食 

合計 

１７０食 

種 別 
常 勤 者 非 常 勤 者 

人数 専任・兼任 氏 名 人数 専任・兼任 氏 名 

管 理

栄養士 

施設側 

人     人     

受託側 

人     人     

栄養士 

施設側 

人     人     

受託側 

人     人     

注1 給食数は，施設の種類が1から7までのものにあっては定員を記入してください。 

 2 施設の所在地略図及び給食施設の見取図を添付してください。 

 

給給食食をを委委託託ししてていいるる場場合合ででもも、、
委委託託者者ででああるる設設置置者者名名ををごご記記入入
くくだだささいい  

個個人人のの場場合合はは、、ここここにに  
ごご記記入入くくだだささいい  

給給食食をを開開始始すするる日日ままたたはは  

ししたた日日ををごご記記入入くくだだささいい  

記入例 ① 
 

  １ 兼任 

ここのの施施設設専専任任かか他他のの施施設設兼兼任任

かかををごご記記入入くくだだささいい  

新潟 花子 

複複数数施施設設をを兼兼任任ししてていいててもも、、常常勤勤でで雇雇用用さされれてて

いいれればば、、ここちちららのの欄欄ににごご記記入入くくだだささいい  

＊１か月以内に提出 

11  特特定定給給食食施施設設：：11回回110000食食以以上上又又はは11日日225500食食以以上上  

22  特特定定給給食食施施設設以以外外のの施施設設：：上上記記以以外外  
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別記様式第1号(第3条関係) 

 

給 食 施 設 設 置 届 

 

  年  月  日 

 

 (宛先)新潟市長 

施設名              

所在地              

(電話        ) 

設置者氏名            

住 所              

 

(法人の場合)設置者名称            

所在地              

代表者氏名            

 

 下記のとおり施設を設置したので届け出ます。 

 

記 

 

施 設 の 種 類 

1学校  2病院・診療所  3介護老人保健施設  4老人福祉施設 

5児童福祉施設  6社会福祉施設  7矯正施設  8事業所 

9寄宿舎  10その他(    ) 

 

1特定給食施設 2特定給食施設以外の施設 

給 食 開 始

(予定)年月日 
      年  月  日 

給 食 数 
朝食 

食 

昼食 

食 

夕食 

食 

その他(  ) 

食 

合計 

食 

種 別 
常 勤 者 非 常 勤 者 

人数 専任・兼任 氏 名 人数 専任・兼任 氏 名 

管 理

栄養士 

施設側 

人     人     

受託側 

人     人     

栄養士 

施設側 

人     人     

受託側 

人     人     

注1 給食数は，施設の種類が1から7までのものにあっては定員を記入してください。 

 2 施設の所在地略図及び給食施設の見取図を添付してください。 
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別記様式第1号(第3条関係) 

 

給 食 施 設 設 置 届 

 

  令和○○年△△月□□日 

 

 (宛先)新潟市長 

                     施設名 ○○新潟○○寮 

                           所在地  新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 

(電話□□□－△△△－○○○○) 

設置者氏名            

住 所              

 

(法人の場合)設置者名称 株式会社ニイガタ日本 

   所在地 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 

代表者氏名 代表取締役 新潟太郎 

 

 下記のとおり施設を設置したので届け出ます。 

 

記 

 

施 設 の 種 類 

1学校  2病院・診療所  3介護老人保健施設  4老人福祉施設 

5児童福祉施設  6社会福祉施設  7矯正施設  8事業所 

9寄宿舎  10その他(    ) 

 

1特定給食施設 2特定給食施設以外の施設 

給 食 開 始

(予定)年月日 
令和３年 ４月 １日 

給 食 数 
朝食 

８５食 

昼食 

０食 

夕食 

８５食 

その他(  ) 

食 

合計 

１７０食 

種 別 
常 勤 者 非 常 勤 者 

人数 専任・兼任 氏 名 人数 専任・兼任 氏 名 

管 理

栄養士 

施設側 

人     人     

受託側 

人     人     

栄養士 

施設側 

人     人     

受託側 

人     人     

注1 給食数は，施設の種類が1から7までのものにあっては定員を記入してください。 

 2 施設の所在地略図及び給食施設の見取図を添付してください。 

 

給給食食をを委委託託ししてていいるる場場合合ででもも、、
委委託託者者ででああるる設設置置者者名名ををごご記記入入
くくだだささいい  

個個人人のの場場合合はは、、ここここにに  
ごご記記入入くくだだささいい  

給給食食をを開開始始すするる日日ままたたはは  

ししたた日日ををごご記記入入くくだだささいい  

記入例 ① 
 

  １ 兼任 

ここのの施施設設専専任任かか他他のの施施設設兼兼任任

かかををごご記記入入くくだだささいい  

新潟 花子 

複複数数施施設設をを兼兼任任ししてていいててもも、、常常勤勤でで雇雇用用さされれてて

いいれればば、、ここちちららのの欄欄ににごご記記入入くくだだささいい  

＊１か月以内に提出 

11  特特定定給給食食施施設設：：11回回110000食食以以上上又又はは11日日225500食食以以上上  

22  特特定定給給食食施施設設以以外外のの施施設設：：上上記記以以外外  
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別記様式第1号(第3条関係) 

 

給 食 施 設 設 置 届 

 

  年  月  日 

 

 (宛先)新潟市長 

施設名              

所在地              

(電話        ) 

設置者氏名            

住 所              

 

(法人の場合)設置者名称            

所在地              

代表者氏名            

 

 下記のとおり施設を設置したので届け出ます。 

 

記 

 

施 設 の 種 類 

1学校  2病院・診療所  3介護老人保健施設  4老人福祉施設 

5児童福祉施設  6社会福祉施設  7矯正施設  8事業所 

9寄宿舎  10その他(    ) 

 

1特定給食施設 2特定給食施設以外の施設 

給 食 開 始

(予定)年月日 
      年  月  日 

給 食 数 
朝食 

食 

昼食 

食 

夕食 

食 

その他(  ) 

食 

合計 

食 

種 別 
常 勤 者 非 常 勤 者 

人数 専任・兼任 氏 名 人数 専任・兼任 氏 名 

管 理

栄養士 

施設側 

人     人     

受託側 

人     人     

栄養士 

施設側 

人     人     

受託側 

人     人     

注1 給食数は，施設の種類が1から7までのものにあっては定員を記入してください。 

 2 施設の所在地略図及び給食施設の見取図を添付してください。 
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別記様式第2号(第3条関係) 

 

 

給 食 施 設 変 更 届 

 

 

  年  月  日 

 

 

 (宛先)新潟市長 

 

 

施 設 名                    

所 在 地                    

電 話 番 号                    

設置者氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)   

 

 

 下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 
変 更 年 月 日   年  月  日 

 

変

更

内

容 
変 更 事 項 

1 施設の名称及び所在地 2 設置者の氏名，住所等 

3 施設の種類      4 給食数 

5 その他(        ) 

変 更 前 

  

変 更 後 
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別記様式第2号(第3条関係) 

 

 

給 食 施 設 変 更 届 

 

 

令和○○年△△月□□日 

 

 

 (宛先)新潟市長 

 

 

施 設 名                    

所 在 地                    

電 話 番 号                    

設置者氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)   

 

 

 下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 
変 更 年 月 日 令和３年１０月 １日 

 

変

更

内

容 

変 更 事 項 

1 施設の名称及び所在地 2 設置者の氏名，住所等 

3 施設の種類      4 給食数 

5 その他(運営方式の変更) 

変 更 前 

  

変 更 後 

  

  

 

○○新潟○○寮 

新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 

□□□－△△△－○○○○ 
給給食食をを委委託託ししてていいるる場場合合でで
もも、、委委託託者者ででああるる設設置置者者名名をを

ごご記記入入くくだだささいい  株式会社ニイガタ日本 

新潟市中央区学校町通1番町６０２番地１ 

代表取締役 新潟 太郎 

変変更更すするる日日ままたたはは  

ししたた日日ををごご記記入入くくだだささいい  

直営 食数 １７０食 

○○株式会社に委託 食数 ２００食 

変変更更点点がが複複数数ああるる場場合合、、
該該当当すするるももののをを全全てて選選択択
ししててくくだだささいい  

記入例 ② 
 

＊１か月以内に提出 
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－  40  － －  41  －

別記様式第2号(第3条関係) 

 

 

給 食 施 設 変 更 届 

 

 

  年  月  日 

 

 

 (宛先)新潟市長 

 

 

施 設 名                    

所 在 地                    

電 話 番 号                    

設置者氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)   

 

 

 下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 
変 更 年 月 日   年  月  日 

 

変

更

内

容 

変 更 事 項 

1 施設の名称及び所在地 2 設置者の氏名，住所等 

3 施設の種類      4 給食数 

5 その他(        ) 

変 更 前 

  

変 更 後 
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別記様式第2号(第3条関係) 

 

 

給 食 施 設 変 更 届 

 

 

令和○○年△△月□□日 

 

 

 (宛先)新潟市長 

 

 

施 設 名                    

所 在 地                    

電 話 番 号                    

設置者氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)   

 

 

 下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 
変 更 年 月 日 令和３年１０月 １日 

 

変

更

内

容 
変 更 事 項 

1 施設の名称及び所在地 2 設置者の氏名，住所等 

3 施設の種類      4 給食数 

5 その他(運営方式の変更) 

変 更 前 

  

変 更 後 

  

  

 

○○新潟○○寮 

新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 

□□□－△△△－○○○○ 
給給食食をを委委託託ししてていいるる場場合合でで
もも、、委委託託者者ででああるる設設置置者者名名をを

ごご記記入入くくだだささいい  株式会社ニイガタ日本 

新潟市中央区学校町通1番町６０２番地１ 

代表取締役 新潟 太郎 

変変更更すするる日日ままたたはは  

ししたた日日ををごご記記入入くくだだささいい  

直営 食数 １７０食 

○○株式会社に委託 食数 ２００食 

変変更更点点がが複複数数ああるる場場合合、、
該該当当すするるももののをを全全てて選選択択
ししててくくだだささいい  

記入例 ② 
 

＊１か月以内に提出 
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－  42  －

別記様式第3号(第3条関係) 

 

 

給食施設休止(廃止)届 

 

 

 (宛先)新潟市長 

 

 

  年  月  日 

 

 

施 設 名                     

所 在 地                     

電 話 番 号                     

設置者氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)   

 

 

 給食を(休止・廃止)したので，届け出ます。 

 

 

記 

 

休止(廃止)年月日   年  月  日 

 

休止(廃止)の理由 

  

再開の予定(休止の場合)   年  月  日 
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別記様式第3号(第3条関係) 

 

 

給食施設休止(廃止)届 

 

 

 (宛先)新潟市長 

 

 

  令和○○年△△月□□日 

 

 

施 設 名                     

所 在 地                     

電 話 番 号                     

設置者氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)   

 

 

 給食を(休止・廃止)したので，届け出ます。 

 

 

記 

 

休止(廃止)年月日 令和４年 ３月３１日 

 

休止(廃止)の理由 

  

再開の予定(休止の場合) 令和５年 ４月 １日 

  

 

○○新潟○○寮 

新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 

□□□－△△△－○○○○ 

株式会社ニイガタ日本 

新潟市中央区学校町通1番町６０２番地１ 

代表取締役 新潟 太郎 

該該当当ししなないいももののをを二二重重線線でで

消消ししててくくだだささいい  

給給食食をを休休止止（（廃廃止止））すするる日日、、  

ままたたははししたた日日ををごご記記入入くくだだささいい  

給食室を全面改築するため 

給給食食をを再再開開すするる予予定定日日をを  

ごご記記入入くくだだささいい  

記入例 ③ 
 

＊１か月以内に提出 
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－  42  － －  43  －

別記様式第3号(第3条関係) 

 

 

給食施設休止(廃止)届 

 

 

 (宛先)新潟市長 

 

 

  年  月  日 

 

 

施 設 名                     

所 在 地                     

電 話 番 号                     

設置者氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)   

 

 

 給食を(休止・廃止)したので，届け出ます。 

 

 

記 

 

休止(廃止)年月日   年  月  日 

 

休止(廃止)の理由 

  

再開の予定(休止の場合)   年  月  日 
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別記様式第3号(第3条関係) 

 

 

給食施設休止(廃止)届 

 

 

 (宛先)新潟市長 

 

 

  令和○○年△△月□□日 

 

 

施 設 名                     

所 在 地                     

電 話 番 号                     

設置者氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)   

 

 

 給食を(休止・廃止)したので，届け出ます。 

 

 

記 

 

休止(廃止)年月日 令和４年 ３月３１日 

 

休止(廃止)の理由 

  

再開の予定(休止の場合) 令和５年 ４月 １日 

  

 

○○新潟○○寮 

新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 

□□□－△△△－○○○○ 

株式会社ニイガタ日本 

新潟市中央区学校町通1番町６０２番地１ 

代表取締役 新潟 太郎 

該該当当ししなないいももののをを二二重重線線でで

消消ししててくくだだささいい  

給給食食をを休休止止（（廃廃止止））すするる日日、、  

ままたたははししたた日日ををごご記記入入くくだだささいい  

給食室を全面改築するため 

給給食食をを再再開開すするる予予定定日日をを  

ごご記記入入くくだだささいい  

記入例 ③ 
 

＊１か月以内に提出 
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－  45  －

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠法令等 
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－  46  －

健健康康増増進進法法（（抄抄））  

（（平平成成1144年年８８月月２２日日  法法律律第第110033号号））  

(目的) 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民

の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的

な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増

進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

 

(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施) 

第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的

な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施につ

いて必要な指導及び助言を行うこと。 

三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 都道府県は、前条第1項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の

連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項につい

ての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

 

(栄養指導員) 

第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業

務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資

格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命

ずるものとする。 

 

第五章 特定給食施設等 

第一節 特定給食施設における栄養管理 

(特定給食施設の届出) 

第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち

栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した

者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労

働省令で定める事項を届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じた

ときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

 

-46-

(特定給食施設における栄養管理) 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定

めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養

士を置かなければならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める

ところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければなら

ない。 

３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従

って、適切な栄養管理を行わなければならない。 

 

(指導及び助言) 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定

による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に

関し必要な指導及び助言をすることができる。 

 

(勧告及び命令) 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若

しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前

条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に

対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、そ

の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

(立入検査等) 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施

を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対

し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若

しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

第九章 罰則 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

二・三 （略） 
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－  46  － －  47  －

健健康康増増進進法法（（抄抄））  

（（平平成成1144年年８８月月２２日日  法法律律第第110033号号））  

(目的) 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民

の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的

な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増

進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

 

(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施) 

第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的

な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施につ

いて必要な指導及び助言を行うこと。 

三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 都道府県は、前条第1項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の

連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項につい

ての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

 

(栄養指導員) 

第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業

務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資

格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命

ずるものとする。 

 

第五章 特定給食施設等 

第一節 特定給食施設における栄養管理 

(特定給食施設の届出) 

第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち

栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した

者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労

働省令で定める事項を届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じた

ときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 
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(特定給食施設における栄養管理) 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定

めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養

士を置かなければならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める

ところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければなら

ない。 

３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従

って、適切な栄養管理を行わなければならない。 

 

(指導及び助言) 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定

による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に

関し必要な指導及び助言をすることができる。 

 

(勧告及び命令) 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若

しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前

条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に

対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、そ

の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

(立入検査等) 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施

を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対

し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若

しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

第九章 罰則 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

二・三 （略） 
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－  48  －

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

二 （略） 

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第七十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 

 

 

 

健健康康増増進進法法施施行行規規則則（（抄抄））  

（（平平成成 1155 年年４４月月 3300 日日  厚厚生生労労働働省省令令第第 8866 号号））  

  

(特定給食施設) 

第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一

日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。 

 

(特定給食施設の届出事項) 

第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 給食施設の名称及び所在地 

二 給食施設の設置者の氏名及び住所（法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主た

る事務所の所在地及び代表者の氏名） 

三 給食施設の種類 

四 給食の開始日又は開始予定日 

五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

六 管理栄養士及び栄養士の員数 

 

(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定) 

第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりと

する。 

一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一

回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 

二 前号に揚げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特

定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給す

るもの 

(特定給食施設における栄養士等) 
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第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなけれ

ばならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給する

ものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士である

ように努めなければならない。 

 

(栄養管理の基準) 

第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者（以下「利用者」という。）の身

体の状況、栄養状態、生活習慣等（以下「身体の状況等」という。）を定期的に把握し、

これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を

行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。 

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮し

て作成するよう努めること。 

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等によ

り、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

五 衛生の管理については、食品衛生法（昭和二十二年法律第二百二十三号）その他関係

法令の定めるところによること。 

 

(栄養指導員の身分を証す証票) 

第十条 法第二十四条第二項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第二

号による。 
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－  48  － －  49  －

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

二 （略） 

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第七十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 

 

 

 

健健康康増増進進法法施施行行規規則則（（抄抄））  

（（平平成成 1155 年年４４月月 3300 日日  厚厚生生労労働働省省令令第第 8866 号号））  

  

(特定給食施設) 

第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一

日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。 

 

(特定給食施設の届出事項) 

第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 給食施設の名称及び所在地 

二 給食施設の設置者の氏名及び住所（法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主た

る事務所の所在地及び代表者の氏名） 

三 給食施設の種類 

四 給食の開始日又は開始予定日 

五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

六 管理栄養士及び栄養士の員数 

 

(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定) 

第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりと

する。 

一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一

回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 

二 前号に揚げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特

定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給す

るもの 

(特定給食施設における栄養士等) 
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第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなけれ

ばならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給する

ものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士である

ように努めなければならない。 

 

(栄養管理の基準) 

第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者（以下「利用者」という。）の身

体の状況、栄養状態、生活習慣等（以下「身体の状況等」という。）を定期的に把握し、

これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を

行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。 

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮し

て作成するよう努めること。 

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等によ

り、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

五 衛生の管理については、食品衛生法（昭和二十二年法律第二百二十三号）その他関係

法令の定めるところによること。 

 

(栄養指導員の身分を証す証票) 

第十条 法第二十四条第二項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第二

号による。 
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－  50  －

特特定定給給食食施施設設ににおおけけるる栄栄養養管管理理にに関関すするる指指導導・・支支援援等等ににつついいてて  

（令和２年３月 31日付け健健発 0331 第２号） 

 

別添２ 

 

特特定定給給食食施施設設がが行行うう栄栄養養管管理理にに係係るる留留意意事事項項ににつついいてて  

（令和２年３月 31日付け健健発 0331 第２号別添２） 

第１ 趣旨 

健康増進法（平成14年法律第103号。以下「法」という。）第20条の規定に基づき設

置・届出された特定給食施設において、当該特定給食施設の設置者は、法第21条第３項

の規定により、健康増進法施行規則（平成15年厚生労働省令第86号）第９条の基準（以

下「栄養管理基準」という。） に従って適切な栄養管理を行わなければならないこと

とされているところ、本留意事項は、その運用上の留意点を示したものである。 

特定給食施設の設置者及び管理者は、適切な栄養管理がなされるよう、体制を整える

こと。 

なお、給食業務を委託している場合にあっては、栄養管理の責任は施設側にあるの

で、委託事業者の業務の状況を定期的に確認し、必要な指示を行うこと。 

 

第２ 特定給食施設が行う栄養管理について 

１ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価について 

⑴ 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況等を定期的に把握するこ

と。 

なお、食事の摂取状況については、可能な限り、給食以外の食事の状況も把握するよ

う努めること。 

⑵ ⑴で把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作

成すること。 

なお、利用者間で必要な栄養量に差が大きい場合には、複数献立の提供や量の調整を

行う等、各利用者に対して適切な選択肢が提供できるよう、工夫すること。複数献立と

する場合には、各献立に対して給与栄養量の目標を設定すること。 

⑶ ⑵で作成した計画に基づき、食材料の調達、調理及び提供を行うこと。 

⑷ ⑶で提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握す

るなどし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図るこ

と。 

⑸ なお、提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせ

に該当する者の割合の変化を参考にすること。 

ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標が他にある場合はこの限

りではない。 
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２ 提供する食事（給食）の献立について 

⑴ 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、嗜好

等に配慮するとともに、料理の組合せや食品の組合せにも配慮して作成するよう努める

こと。 

⑵ 複数献立や選択食（カフェテリア方式）のように、利用者の自主性により料理の選択

が行われる場合には、モデル的な料理の組合せを提示するよう努めること。 

 

３ 栄養に関する情報の提供について 

⑴ 利用者に対し献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要栄養成分の表示

を行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行うこと。 

⑵ 給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るために必要な知

識を習得する良い機会であるため、各々の施設の実情に応じ利用者等に対して各種の媒

体を活用することなどにより知識の普及に努めること。 

 

４ 書類の整備について 

⑴ 献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養管理の評価に

必要な情報について適正に管理すること。 

⑵ 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託契約書等を備

えること。 

 

５ 衛生管理について 

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭和22年法

律第233号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月24日付け衛食第85号生活

衛生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等の定めると

ころによること。 

 

第３ 災害等の備え 

災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行うため、平時から

災害等発生時に備え、食料の備蓄や対応方法の整理など、体制の整備に努めること。 
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－  50  － －  51  －

特特定定給給食食施施設設ににおおけけるる栄栄養養管管理理にに関関すするる指指導導・・支支援援等等ににつついいてて  

（令和２年３月 31日付け健健発 0331 第２号） 

 

別添２ 

 

特特定定給給食食施施設設がが行行うう栄栄養養管管理理にに係係るる留留意意事事項項ににつついいてて  

（令和２年３月 31日付け健健発 0331 第２号別添２） 

第１ 趣旨 

健康増進法（平成14年法律第103号。以下「法」という。）第20条の規定に基づき設

置・届出された特定給食施設において、当該特定給食施設の設置者は、法第21条第３項

の規定により、健康増進法施行規則（平成15年厚生労働省令第86号）第９条の基準（以

下「栄養管理基準」という。） に従って適切な栄養管理を行わなければならないこと

とされているところ、本留意事項は、その運用上の留意点を示したものである。 

特定給食施設の設置者及び管理者は、適切な栄養管理がなされるよう、体制を整える

こと。 

なお、給食業務を委託している場合にあっては、栄養管理の責任は施設側にあるの

で、委託事業者の業務の状況を定期的に確認し、必要な指示を行うこと。 

 

第２ 特定給食施設が行う栄養管理について 

１ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価について 

⑴ 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況等を定期的に把握するこ

と。 

なお、食事の摂取状況については、可能な限り、給食以外の食事の状況も把握するよ

う努めること。 

⑵ ⑴で把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作

成すること。 

なお、利用者間で必要な栄養量に差が大きい場合には、複数献立の提供や量の調整を

行う等、各利用者に対して適切な選択肢が提供できるよう、工夫すること。複数献立と

する場合には、各献立に対して給与栄養量の目標を設定すること。 

⑶ ⑵で作成した計画に基づき、食材料の調達、調理及び提供を行うこと。 

⑷ ⑶で提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握す

るなどし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図るこ

と。 

⑸ なお、提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせ

に該当する者の割合の変化を参考にすること。 

ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標が他にある場合はこの限

りではない。 
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２ 提供する食事（給食）の献立について 

⑴ 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、嗜好

等に配慮するとともに、料理の組合せや食品の組合せにも配慮して作成するよう努める

こと。 

⑵ 複数献立や選択食（カフェテリア方式）のように、利用者の自主性により料理の選択

が行われる場合には、モデル的な料理の組合せを提示するよう努めること。 

 

３ 栄養に関する情報の提供について 

⑴ 利用者に対し献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要栄養成分の表示

を行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行うこと。 

⑵ 給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るために必要な知

識を習得する良い機会であるため、各々の施設の実情に応じ利用者等に対して各種の媒

体を活用することなどにより知識の普及に努めること。 

 

４ 書類の整備について 

⑴ 献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養管理の評価に

必要な情報について適正に管理すること。 

⑵ 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託契約書等を備

えること。 

 

５ 衛生管理について 

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭和22年法

律第233号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月24日付け衛食第85号生活

衛生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等の定めると

ころによること。 

 

第３ 災害等の備え 

災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行うため、平時から

災害等発生時に備え、食料の備蓄や対応方法の整理など、体制の整備に努めること。 
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新新潟潟市市健健康康増増進進法法にに基基づづくく指指導導及及びび助助言言をを行行ううたためめのの  

届届出出及及びび報報告告のの徴徴収収にに関関すするる条条例例（（新新潟潟市市条条例例第第 2222 号号））  

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 18 条第 1 項第 2 号に規定

する指導及び助言を行うため，必要な事項を定めるものとする。 

 

（届出） 

第２条 特定かつ多数の者に対して，通例として，継続的に 1 回 20 食以上又は 1 日 50 食

以上の食事を提供する施設（健康増進法第 20 条第 1 項に規定する特定給食施設を除く。）

を設置した者は，その事業の開始の日から１月以内に，市長に規則で定める事項を届け出

なければならない。  

２ 前項の規定による届出をした者は，同項の規則で定める事項に変更を生じたときは，変

更の日から１月以内に，その旨を市長に届け出なければならない。その事業を休止し，又

は廃止したときも，同様とする。 

 

（報告の徴収） 

第３条 市長は，栄養管理の実施について指導及び助言を行うため必要があると認めると

きは，前条第１項に規定する施設の設置者又は管理者に対し，その業務に関し報告をさせ

ることができる。 

２ 前項の報告に関し必要な事項は，規則で定める。 
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新新潟潟市市健健康康増増進進法法施施行行細細則則  

平成15年７月31日 

規則第46号 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は，健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び新潟市健

康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例(平成15年

新潟市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について，健康増進法施行令(平成14年

政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」とい

う。)に定めがあるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 

(給食施設の届出) 

第2条 条例第2条第1項の規則で定める事項は，次に掲げるものとする。 

(1) 施設の名称及び所在地 

(2) 施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては，施設の設置者の名称，主たる事務所

の所在地及び代表者の氏名) 

(3) 施設の種類 

(4) 給食の開始日又は開始予定日 

(5) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

(6) 管理栄養士及び栄養士の員数 

 

第3条 法第20条第1項又は条例第2条第1項の規定による届出は，別記様式第1号によるもの

とする。 

2 法第20条第2項又は条例第2条第2項の規定による変更又は休止若しくは廃止の届出は，

変更にあっては別記様式第2号に，休止又は廃止にあっては別記様式第3号によるものと

する。 

 

(特定給食施設報告書の提出) 

第4条 特定給食施設が省令第7条各号に該当することとなった場合又は該当しなくなった

場合は，当該施設の設置者は，速やかに市長に特定給食施設報告書(別記様式第4号)を提

出しなければならない。 

 

(管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定等) 

第5条 市長は，法第21条第1項の規定により指定したときは，別記様式第5号により施設の

設置者に通知するものとする。 

2 市長は，前項の指定を取り消したときは，別記様式第6号により施設の設置者に通知する

ものとする。 
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新新潟潟市市健健康康増増進進法法にに基基づづくく指指導導及及びび助助言言をを行行ううたためめのの  

届届出出及及びび報報告告のの徴徴収収にに関関すするる条条例例（（新新潟潟市市条条例例第第 2222 号号））  

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 18 条第 1 項第 2 号に規定

する指導及び助言を行うため，必要な事項を定めるものとする。 

 

（届出） 

第２条 特定かつ多数の者に対して，通例として，継続的に 1 回 20 食以上又は 1 日 50 食

以上の食事を提供する施設（健康増進法第 20 条第 1 項に規定する特定給食施設を除く。）

を設置した者は，その事業の開始の日から１月以内に，市長に規則で定める事項を届け出

なければならない。  

２ 前項の規定による届出をした者は，同項の規則で定める事項に変更を生じたときは，変

更の日から１月以内に，その旨を市長に届け出なければならない。その事業を休止し，又

は廃止したときも，同様とする。 

 

（報告の徴収） 

第３条 市長は，栄養管理の実施について指導及び助言を行うため必要があると認めると

きは，前条第１項に規定する施設の設置者又は管理者に対し，その業務に関し報告をさせ

ることができる。 

２ 前項の報告に関し必要な事項は，規則で定める。 
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新新潟潟市市健健康康増増進進法法施施行行細細則則  

平成15年７月31日 

規則第46号 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は，健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び新潟市健

康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例(平成15年

新潟市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について，健康増進法施行令(平成14年

政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」とい

う。)に定めがあるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 

(給食施設の届出) 

第2条 条例第2条第1項の規則で定める事項は，次に掲げるものとする。 

(1) 施設の名称及び所在地 

(2) 施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては，施設の設置者の名称，主たる事務所

の所在地及び代表者の氏名) 

(3) 施設の種類 

(4) 給食の開始日又は開始予定日 

(5) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

(6) 管理栄養士及び栄養士の員数 

 

第3条 法第20条第1項又は条例第2条第1項の規定による届出は，別記様式第1号によるもの

とする。 

2 法第20条第2項又は条例第2条第2項の規定による変更又は休止若しくは廃止の届出は，

変更にあっては別記様式第2号に，休止又は廃止にあっては別記様式第3号によるものと

する。 

 

(特定給食施設報告書の提出) 

第4条 特定給食施設が省令第7条各号に該当することとなった場合又は該当しなくなった

場合は，当該施設の設置者は，速やかに市長に特定給食施設報告書(別記様式第4号)を提

出しなければならない。 

 

(管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定等) 

第5条 市長は，法第21条第1項の規定により指定したときは，別記様式第5号により施設の

設置者に通知するものとする。 

2 市長は，前項の指定を取り消したときは，別記様式第6号により施設の設置者に通知する

ものとする。 
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(勧告書及び命令書) 

第6条 法第23条第1項の規定による勧告は，別記様式第7号によるものとする。 

2 法第23条第2項の規定による命令は，別記様式第8号によるものとする。 

 

 

(給食施設栄養管理状況の報告) 

第7条 特定給食施設又は条例第2条第1項に規定する施設の管理者は，前年に実施した給食

の栄養管理状況について，毎年1月末日までに給食施設栄養管理状況報告書(別記様式第9

号から別記様式第13号まで)により市長に報告しなければならない。 

 

(給食施設栄養指導結果通知書の交付) 

第8条 市長は，法第18条第1項第2号に規定する指導を行った場合は，給食施設栄養指導結

果通知書(別記様式第14号から別記様式第18号まで)を当該施設の設置者又は管理者に交

付する。 
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新新潟潟市市地地域域防防災災計計画画（（抜抜粋粋））  

                             （令和３年３月修正） 

 

第２部 災害予防計画 

第１章 震災・風水害・津波災害共通予防計画 

第１３節 災害備蓄計画 

 

５ 市民及び事業所の役割 

（（１１））市市民民のの役役割割  

  ア 緊急時に携行できる非常持ち出し品の準備に努める。 

  イ あらゆる場合を想定し，各家庭において，家族に合わせた３日分程度の物資等の備

蓄に努める。 

  ウ 食物アレルギー等，食事に特別な配慮の必要な者は，平時から３日分程度の分量を

自ら確保するよう努める。 

  エ カセットコンロ等調理用熱源及び燃料を確保するよう努める。 

  オ 石油ストーブ等停電時でも使用可能な暖房器具及び燃料を確保するよう努める。 

  カ 車両の燃料を常に半分以上としておくなど、車両の燃料を確保するよう努める。 

キ その他災害時に必要な物資（毛布や携帯ラジオなど）を事前に用意するよう努める。 

 

（（２２））事事業業所所のの役役割割  

  ア 長距離通勤・通学者で災害時に帰宅が困難になる者が１～３日間程度泊まり込む

場合に必要となる量の物資等の備蓄に努める。 

  イ 事業所は，災害時でも必要となる業務の継続に必要な人員分の物資等の備蓄に努

める。 

  ウ 事業所は，地域の一員との立場から，防災用品等の事業所内備蓄を推進する。 

  エ 福祉施設・病院等は，入居者，入院患者及び職員等が必要とする３日分程度の物資

等の備蓄に努める。 
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(勧告書及び命令書) 

第6条 法第23条第1項の規定による勧告は，別記様式第7号によるものとする。 

2 法第23条第2項の規定による命令は，別記様式第8号によるものとする。 

 

 

(給食施設栄養管理状況の報告) 

第7条 特定給食施設又は条例第2条第1項に規定する施設の管理者は，前年に実施した給食

の栄養管理状況について，毎年1月末日までに給食施設栄養管理状況報告書(別記様式第9

号から別記様式第13号まで)により市長に報告しなければならない。 

 

(給食施設栄養指導結果通知書の交付) 

第8条 市長は，法第18条第1項第2号に規定する指導を行った場合は，給食施設栄養指導結

果通知書(別記様式第14号から別記様式第18号まで)を当該施設の設置者又は管理者に交

付する。 
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新新潟潟市市地地域域防防災災計計画画（（抜抜粋粋））  

                             （令和３年３月修正） 

 

第２部 災害予防計画 

第１章 震災・風水害・津波災害共通予防計画 

第１３節 災害備蓄計画 

 

５ 市民及び事業所の役割 

（（１１））市市民民のの役役割割  

  ア 緊急時に携行できる非常持ち出し品の準備に努める。 

  イ あらゆる場合を想定し，各家庭において，家族に合わせた３日分程度の物資等の備

蓄に努める。 

  ウ 食物アレルギー等，食事に特別な配慮の必要な者は，平時から３日分程度の分量を

自ら確保するよう努める。 

  エ カセットコンロ等調理用熱源及び燃料を確保するよう努める。 

  オ 石油ストーブ等停電時でも使用可能な暖房器具及び燃料を確保するよう努める。 

  カ 車両の燃料を常に半分以上としておくなど、車両の燃料を確保するよう努める。 

キ その他災害時に必要な物資（毛布や携帯ラジオなど）を事前に用意するよう努める。 

 

（（２２））事事業業所所のの役役割割  

  ア 長距離通勤・通学者で災害時に帰宅が困難になる者が１～３日間程度泊まり込む

場合に必要となる量の物資等の備蓄に努める。 

  イ 事業所は，災害時でも必要となる業務の継続に必要な人員分の物資等の備蓄に努

める。 

  ウ 事業所は，地域の一員との立場から，防災用品等の事業所内備蓄を推進する。 

  エ 福祉施設・病院等は，入居者，入院患者及び職員等が必要とする３日分程度の物資

等の備蓄に努める。 
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